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国立研究開発法人科学技術振興機構 外国人研究者宿舎生活サポート等業務 

民間競争入札実施要項 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。以下「法」という。）に基づ

く競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、

公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者

の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現すること

を目指すものである。 

前記を踏まえ、国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）は、公共サービス改革基本方針

（令和４年７月閣議決定）別表において民間競争入札の対象として選定された外国人研究者宿舎生活サポート

等業務（以下「本業務」という。）について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものと

する。 

 

１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項

（１）対象公共サービスの詳細な内容 

ア．対象施設の概要 

・名  称：国立研究開発法人科学技術振興機構 外国人研究者宿舎「二の宮ハウス」 

・設置目的：我が国の研究機関等において研究活動を行う外国人研究者及びその家族（以下、「居住者」とい        

う。）を対象に、宿舎及び各種支援サービスを提供し、研究者が円滑に生活を開始し、研究活動 

に専念できる環境を整備することで、我が国の研究環境の国際化に資する。 

・所在地：茨城県つくば市二の宮１－６－２ 

・敷地面積：6,569.32㎡ 

・延床面積：18,298.36㎡ 

・主用途：宿泊施設（東棟、西棟、南棟、北棟：1LK 104室、1LDK 71室） 

附帯施設（管理事務室、中央監視室、応接室、集会室、セミナー室 2室、打合せ室 2室、 

スポーツジム、プレイルーム、交流サロン、和室、駐車場 148台等） 

・規模構造：地下 1階地上 9階 SRC造（一部 RC造） 

・竣工日：平成 13年 3月 

 

 

イ．業務の対象と業務内容 

次の①～⑦の業務を実施する。 

①統括業務 

業務内容は仕様書（別紙３）のとおり。 

②窓口業務 

業務内容は仕様書（別紙３）のとおり。 

③入居受付等業務 

業務内容は仕様書（別紙３）のとおり。 

④生活支援業務 

業務内容は仕様書（別紙３）のとおり。 

⑤居室設備・備品等の維持管理業務 

業務内容は仕様書（別紙３）のとおり。 

⑥経理業務 

業務内容は仕様書（別紙３）のとおり。 

⑦その他の管理業務 

   業務内容は仕様書（別紙３）のとおり。 
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ウ．業務期間開始前及び終了時の引継方法 

①本業務の契約期間が開始する前に、本業務を行っている者から、事前に十分な引継ぎを受けること。当該   

引継ぎに要する費用は引継ぎを受ける民間事業者の負担とし、業務に必要な知見の移転が終了するまで行う

ものとする。なお、契約期間開始前に業務を行っていた者が引き続きその業務を行うこととなる場合には、

この限りではない。 

②本業務の契約期間が終了する際、本業務を引継ぐ者に対し、事前に十分な引継ぎを行うこと。当該引継ぎ

に要する費用は引継ぎを受ける民間事業者の負担とし、本業務を引継ぐ者が決定次第速やかに引継ぎを開始

して、業務に必要な知見の移転が終了するまで行うものとする。なお、契約期間終了後に引き続きその者が

業務を行うこととなる場合には、この限りではない。 

③本業務の契約期間が終了する際、本業務の遂行に当たり使用した設備・備品等については、原状回復をし

た上で機構に引き渡すこと。また、民間事業者が本業務に供するために持ち込んだ設備・備品等については、

すべて民間事業者の負担で撤去すること。 

④本業務の契約期間が終了する際、機構が提供した情報については、書類や電子データ等の媒体の種類に関

わらずすべて機構に返却すること。また、民間事業者が本業務の遂行に当たり収集した情報及び本実施要項

において作成が義務づけられている書類又は電子媒体については、すべて機構に無償で引き渡すこと。 

 

（２）サービスの質の設定 

本業務の実施に当たり達成すべき質及び確保すべき水準は以下のとおりとする。 

ア．本業務の包括的な質 

本業務を通じて包括的に達成すべき質は、居住者が安全で快適な生活を送ることを可能とするとともに、

宿舎施設における公共サービスの円滑な実施を可能とすることとし、具体的には以下のとおりとする。 

①品質の維持 

本業務の不備に起因する窓口業務の停止が発生しないこと。（０回） 

本業務の不備に起因する入居受付業務の停止が発生しないこと。（０回） 

本業務の不備に起因する生活支援業務の停止が発生しないこと。（０回） 

②安全性の確保 

本業務の不備に起因した人身事故又は物損事故の発生が無いこと。（０回） 

 ③快適性の確保 

居住者に対し退去時に実施するアンケート（別紙２）のうち、本業務に関する部分の設問（４ Services）に 

ついて、８０％以上の回答者から、「Very satisfied（とても満足）」「Satisfied（満足）」の評価を得ること。 

 

イ．各業務において確保すべき水準 

各業務において確保すべき水準は、業務の内容として別紙３で開示する情報に定める内容とし、法令に反 

しない限り、企画書(本実施要項４．（２）イ．)において改善提案を行うことができる。 

 

ウ．創意工夫の発揮可能性 

本業務を実施するにあたっては、以下の観点から民間事業者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の向    

上（包括的な質の向上、効率性の向上）及び経費の削減等に努めるものとする。 

①本業務の実施全般に対する改善提案 

民間事業者は、本業務の実施全般に係る質の向上及び経費削減の観点から取組むべき事項等の改善提案を行 

うことができる。その際、具体的な方法等を示すとともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を企画 

書に明示すること。 

 

②各業務に関する改善提案 

民間事業者は、本業務における各業務に係る質の向上及び経費削減の観点から取組むべき事項の改善提案を 

行うことができる。その際、質の向上に向けた具体的な方法等を示すとともに、現行基準レベルの質が確保 

できる根拠等を企画書に明示すること。 

 

4/144



 
 

（３）委託費の支払方法 

委託費の支払いは、四半期毎の概算払い（前払い）とする。 

ア．概算払いの機会は、原則として年４回（４月、７月、１０月、翌年１月）とする。４月、７月及び１０ 

月の支払機会については請求は任意であるが、翌年１月の概算払いについては、当該年度分に係る支払いと

して必ず請求すること。 

 

イ．４月、７月及び１０月の支払機会については、原則としてそれぞれ当該年度契約額の２５％、５０％及 

び７５％を当該年度支払累計額の上限とする。ただし、資金需要に応じて、概算払い申込み時に機構と協議

の上で上限値を超過することも可能とする。翌年１月の支払機会については、「１２月末までの発生実績額」

と「１月～３月の発生見込額」（当該年度契約額を上限とする）を請求すること。 

 

ウ．各支払い月の初旬までに「支払請求書」を提出すること。 

 

エ．概算払いのスケジュールは以下のとおり。 

概算払機会 支払対象（累計額） 
支払請求書の提出 

（委託先→機構） 

概算払時期 

（機構→委託先） 

第 1回（4月） 当該年度契約額の 25％が上限 4月初旬まで 4月末頃 

第 2回（7月） 当該年度契約額の 50％が上限 7月初旬まで 7月末頃 

第 3回（10月） 当該年度契約額の 75％が上限 10月初旬まで 10月末頃 

第 4回（翌年 1月） 

【必須】 

12月末までの実績＋翌年 1～3月の見込額

（当該年度契約額の 100％が上限） 
翌年 1月初旬まで 翌年 1月末頃 

オ．概算払い終了後の確定検査により、当該年度の支払い額が過大であったことが判明した場合、過大分を 

機構からの返還請求に基づき、期日までに返還すること。 

 

（４）費用負担等に関する留意事項 

ア．消耗品等 

本業務を実施するに当たり、居室設備・備品等にかかる消耗品は必要により機構と協議の上、委託費によ 

 り購入できるものとする。なお、宿舎における在庫や備蓄等からの払出しを優先すること。（詳細は別紙３を  

参照のこと。） 

 

イ．光熱水料 

光熱水料は機構が負担する。 

 

ウ．施設使用料 

機構は民間事業者が本業務を実施するために使用する控室等を無償で提供するものとする。 

 

エ．法令等の変更による増加費用及び損害の負担 

法令等の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用又は損失については、以下の①から③のいずれ 

 かに該当する場合には機構が負担し、それ以外の変更については民間事業者が負担するものとする。 

①本件事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、基準等の変更及び税制度の新設 

②消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更を含む。） 

③上記①及び②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度新設・変更（税率の変更を含  

む。） 

 

２．実施期間に関する事項 

本業務の実施期間は、令和５年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 
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３．入札参加資格 

（１）令和４年９月３０日時点で、過去１０年間において集合住宅（マンション、アパート、学生会館、留学 

  生宿舎、社宅・社員寮等）または宿泊施設（旅館、ホテル等）の管理運営実績がある者であること。 

（２）法第１５条において準用する法第１０条各号に該当するものでないこと。 

（３）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助

人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（４）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（５）全省庁統一資格のうち以下の全てを満たす競争参加資格を取得している者。 

・資格の種類：役務の提供等 

・格付け：Ａ、Ｂ又はＣ等級 

・資格の有効年度：令和４・５・６年度 

 なお、上記の参加資格を取得しているＮＰＯ法人も入札参加が可能である。 

（６）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき民事再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開

始の決定後に前述の競争参加資格の再認定を受けていること。 

（７）機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、国発注業務等 

  からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（９）法人税並びに消費税及び地方税の滞納がないこと。 

（１０）労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。 

（１１）入札参加グループでの入札について 

ア．入札参加グループの結成 

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）が本業務のすべてを単独で遂行することができ 

ない場合には、入札書類（本実施要項４．（２）イ．で規定する入札書類をいう。）を提出する時までに、本 

業務のすべてを共同で遂行することにより入札に参加するグループ（以下「入札参加グループ」という。）を 

結成し、入札に参加することができる。その際、入札参加グループに参加する者を入札参加グループ員とし、 

入札参加グループ員のうち１名を代表者とするものとする。 

なお、入札参加グループ員は、他の入札参加グループに参加し、又は単独で入札に参加することはできな 

い。（中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づき設立された事業協同組合又は特別の法律 

によって設立された組合が入札に参加する場合におけるその組合員も同様とする。）また、入札参加グルー 

プを結成した場合には、すべての入札参加グループ員は、入札参加グループ結成に関する協定書（又はこれ 

に類する書類）を作成しなければならない。 

 

イ．入札参加グループの入札参加資格 

上記（１）及び（２）の要件については、入札参加グループとして満たしていること。かつ全ての入札参 

加グループ員は上記（３）から（１０）の要件を満たしていること。 

 

４．入札に参加する者の募集に関する事項 

（１）入札の実施手続及びスケジュール（予定） 

入札公告                   令和４年１１月中旬頃 

入札説明会（つくば市および東京都内にて開催） 令和４年１１月下旬～１２月上旬頃 

現地見学会                  令和４年１１月下旬～１２月上旬頃 

入札等に関する質疑応答            令和５年１月初旬～１月中旬頃 

入札書類の提出期限              令和５年１月下旬頃 

入札書類の評価                令和５年１月下旬頃 

入札・開札                  令和５年２月中旬頃 

契約締結・事業開始              令和５年４月１日 
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（２）入札実施手続 

ア．質問書の受付 

入札公告に際して入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容や入札に係る事項について機構に対 

 して質問を行うことができる。質問は入札説明書に添付されている質問書フォーマットに記載された要領に 

 従って行うこと。質疑内容及び機構からの回答は、次の URLに掲載する予定であり、当該件名にアクセスの 

うえ確認のこと。ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、 

質問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。 

https://choutatsu.jst.go.jp 

 

イ．提出書類 

入札参加者は、総合評価のための業務実施の具体的な方法、その質の確保方法等に関する書類（以下「企

画書」という。）、その他審査に必要となる書類（以下「入札書類」という。）を入札書類の受付期限までに提

出すること。また、入札参加者は、入札時に、本業務実施に係る入札金額を記載した書類（以下「入札書」

という。）を提出すること。入札書に記載する入札金額には、本業務に要する一切の経費の１１０分の１００

に相当する金額を記載することとする。 

 

ウ．企画書の内容 

入札参加者が提出する企画書には、本実施要項５で示す総合評価を受けるために必要な次の事項を記載し、 

 ⑧に該当する場合は、その写しを提出すること。なお、入札参加者は次の⑤～⑦において、法令に反しない 

 限り、別紙３に示す業務の内容について、改善提案を行うことができる。また入札参加者は必要に応じ企画 

書提出前に質問を行うことができる。質問を求められた機構は当該入札参加者が企画書を提出期限内に提出 

できるよう速やかに回答する。 

 

① 企業の代表責任者及び本業務担当者【様式１】 

入札に参加する民間事業者の代表責任者及び本業務の担当者を記載すること。なお、入札参加グループで参 

加する場合は、様式１に入札参加グループの一覧、入札参加グループの代表事業者、入札参加グループ員の 

代表責任者及び各業務の担当者を記載すること。（入札参加グループ結成に関する協定書又はこれに類する 

書類を添付すること。） 

 

②業務実績【様式２】 

本実施要項１（１）イ．で示す業務毎に過去１０年間の主な実績を記載すること。 

 

③本業務実施に対する認識【様式３】 

本業務を実施するにあたっての基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を記載すること。 

 

④業務の実施体制及び業務全体の管理方法【様式４】 

本業務全体について及び本実施要項１．（１）イ．で示す業務毎に実施体制及び業務全体の管理方法等を具体 

的に記載し、必要とされる条件を満たす者の配置を記載すること。 

業務従事者の研修・教育方法についても記載すること。 

 

⑤質の確保及び業務コスト等削減に対する考え方【様式５】 

本業務に関する包括的な質の確保、各業務の質の確保及び業務コスト等削減に関する考え方を記載すること。  

 

⑥改善提案【様式６，７】 

改善提案を行う場合、改善提案を行う業務（項目）を明確にし、改善提案を行う理由、改善提案の内容、改 

善提案による質の向上効果又は経費の削減効果（あるいはその両方）を具体的に示すこと。 
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⑦緊急時の体制及び対応方法【様式８】 

緊急時（本業務の実施に当たり想定していたとおりの業務を実施することが困難になる事故・事象が生じた 

場合をいう。）のバックアップ体制と対応方法を示すこと。 

 

⑧ワーク・ライフ・バランス等の取り組みに関する認定等について 

ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定等を受けている場合、認定等を証する書類（当該認定等の  

根拠法令に基づき厚生労働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等）として、次のうち該当 

するものの写しを提出する。 

ａ）女性活躍推進法第９条に基づく認定（えるぼし認定）に関する基準適合一般事業主認定通知書及び同法

第１２条に基づく特例認定（プラチナえるぼし認定）に関する基準適合一般事業主認定通知書 ※労働時間

の基準を満たすものに限る。 

ｂ）次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。）第１３条に基づく認

定（くるみん認定、トライくるみん認定）及び同法第１５条の２に基づく特例認定（プラチナくるみん認定）

に関する基準適合一般事業主認定通知書 

ｃ）青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号。以下「若者雇用促進法」という。）第１

５条に基づく認定（ユースエール認定）に関する基準適合事業主認定通知書 

ｄ）女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画策定届 ※常時雇用する労働者の数が 100人以下の

ものに限る。 

ｅ）以下に記載する内閣府男女共同参画局長が発出したワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確

認通知書（女性活躍推進法、次世代法及び若者雇用促進法に基づく認定並びに女性活躍推進法に基づく一般

事業主行動計画策定の対象とならない外国法人の場合。） 

・上記ａ）の「えるぼし認定」及び「プラチナえるぼし認定」に相当するもの 

  ※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 

・上記ｂ）の「くるみん認定」、「トライくるみん認定」及び「プラチナくるみん認定」に相当するもの 

・上記ｃ）の「ユースエール認定」に相当するもの 

・上記ｄ）の「一般事業主行動計画策定」に相当するもの 

  ※常時雇用する労働者の数が 100人以下のものに限る。 

なお、認定の取消などによって提出した内容が異なる状況となった場合には、速やかに機構へ届け出ること。 

 

エ．その他 

上記イ．提出書類の「その他審査に必要となる書類」とは、以下のとおりである。 

①入札参加者（入札参加グループの場合はすべての入札参加グループ員）の令和４・５．６年度競争参加資 

格（全省庁統一資格）の写し 

 

②再委託に関する事項【様式９】 

本実施要項８．（７）サ．により本業務の一部についてやむを得ず再委託を行う場合は、再委託する業務の内  

容、企業名、住所、再委託先の業務履行能力、報告徴収その他の業務管理の方法を具体的に示すこと。 

 

③暴力団排除手続きに関する事項（落札者のみ） 

ａ．入札参加事業者等確認書【様式１０】 

ｂ．誓約書（暴力団排除条項に該当しないこと及び暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないことを誓約

する書類。書式自由） 

 

④法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（直近のもの） 

本実施要項３.（１０）にある労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、社会保険料納入確認書 

等（直近のもの） 
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オ．開札にあたっての留意事項 

①開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わ  

ない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

②入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 

③入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資

格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 

④入札参加者又はその代理人は、入札中は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほ 

か、開札場を退場することができない。 

⑤開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 

また再度入札は４回までとする。 

 

カ．言語及び通貨 

入札書、企画書その他の提出書類に使用する言語、通貨、日時及び計量単位は、日本語、日本国通貨、日  

 本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に規定する計量単位とする。 

 

５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決

定に関する事項 

民間事業者の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、本業務に係る企画書及び業務実施内容の審査・

評価に当たり、客観性・公平性を確保するため、本業務に関して利害関係を有しない外部有識者を含む評価委

員会を機構に設置して行うものとする。 

（１）落札者の決定にあたっての質の評価項目の設定 

 落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なもので

あるか（基礎項目評価）、また、提案内容が具体的かつ効果的なものであるか（加点項目評価）について行うも

のとする。 

 

ア．基礎必須項目評価(30点) 

仕様書に基づき、入札参加者が提出した提案書の各様式に記載された内容が、必須項目を満たしているか 

否かを評価委員会において評価する。具体的な必須項目は、以下のとおりである。 

ａ．機構が要求した提出書類に不足はないか。 

ｂ．機構が要求した提案項目についてすべて提案が行われているか。 

ｃ．提案内容が、仕様書に示した項目を満たしているか。 

ｄ．その他、機構が業務を委託する上で重大な支障や疑義が存在しないか。 

 

当該要件について、全ての必須項目を充足した提案については、基礎点として 30点を付与する。また、引き 

続き、加点項目について評価を行う。なお、必須項目を満たしていない場合は、その入札参加者は欠格とする。 

 

イ．加点項目評価（70点） 

加点項目評価は、必須項目評価を充足した者の提案内容について評価委員会において評価する。評価委員  

会は、各加点項目に対して優れた提案が行われている場合に加点を付与する。加点項目評価の満点は 70点 

とし、評価委員会の合議により各提案の加点を付与するものとする。加点項目評価における加点項目及び配 

点は、下記の表に示すとおりである。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

加 点 項 目 評価の基本的視点 配点 

統括業務 

 

○業務の実施内容・方法について具体性・適切性に優れているか。 

○業務従事者の能力・適性(同種業務の経験、接客能力等)が優れているか。 

○業務従事者について、外国語能力(対応言語の種類及び各言語の能力の程度)が

優れているか。もしくは業務従事者の外国語能力を代替する優れた提案がなさ

れているか。 

5 
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○仕様書において機構が要求する水準を上回るようなサービスの質の向上に関

する優れた提案がなされているか。 

窓口業務 

 

○業務の実施内容・方法について具体性・適切性に優れているか。 

○業務従事者の能力・適性(同種業務の経験、接客能力等)が優れているか。 

○業務従事者について、外国語能力(対応言語の種類及び各言語の能力の程度)が

優れているか。もしくは業務従事者の外国語能力を代替する優れた提案がなさ

れているか。 

○仕様書において機構が要求する水準を上回るようなサービスの質の向上に関

する優れた提案がなされているか。 

9 

入居受付等業務 

 

○業務の実施内容・方法について具体性・適切性に優れているか。 

○業務従事者の能力・適性(同種業務の経験、接客能力等)が優れているか。 

○業務従事者について、外国語能力(対応言語の種類及び各言語の能力の程度)が

優れているか。もしくは業務従事者の外国語能力を代替する優れた提案がなさ

れているか。 

○仕様書において機構が要求する水準を上回るようなサービスの質の向上に関

する優れた提案がなされているか。 

6 

生活支援業務 

 

○業務の実施内容・方法について具体性・適切性に優れているか。 

○業務従事者の能力・適性(同種業務の経験、接客能力等)が優れているか。 

○業務従事者について、外国語能力(対応言語の種類及び各言語の能力の 

程度)が優れているか。もしくは業務従事者の外国語能力を代替する優れた提案

がなされているか。 

○仕様書において機構が要求する水準を上回るようなサービスの質の向上に関

する優れた提案がなされているか。 

○居住者の要望や苦情、トラブル、疾病者への迅速、具体的かつ適切な対処方法

が示されているか。 

○掲示、チラシ、電子メール以外に、外国人入居者へ効果的に通知を行う具体的・

適切な方策が計画されているか。 

5 

 

 

居室設備・備品等

の維持管理業務 

○業務の実施内容・方法について具体性・適切性に優れているか。 

○業務従事者の能力・適性(同種業務の経験、保有資格等)が優れているか。 

○入居担当以外の業務従事者における外国語への対応能力(英語能力者、その他

言語対応者の配置など)が優れているか。もしくは業務従事者の外国語能力を

代替する優れた提案がなされているか。 

○仕様書において機構が要求する水準を上回るようなサービスの質の向上に関

する優れた提案がなされているか 

6 

経理業務 ○業務の実施内容・方法について具体性・適切性に優れているか。 

○金銭管理者の金銭管理業務に関する適性や事前の教育訓練、金銭管理の具体的

方法について安全性や適切性に優れているか。 

○仕様書において機構が要求する水準を上回るようなサービスの質の向上に関

する優れた提案がなされているか。 

6 

その他の管理業

務 

○業務の実施内容・方法について具体性・適切性に優れているか。 

○業務従事者の能力・適性(同種業務実績等)が優れているか。 

○つくば研究学園都市における外国人研究者宿舎の位置づけを踏まえた運営方

針が示されているか。 

○仕様書において機構が要求する水準を上回るようなサービスの質の向上に関

する優れた提案がなされているか。 

5 

研修・教育の方針 ○業務従事者の研修・教育方法について具体性・適切性に優れているか。 

 

 

4 
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主要リスクへの

対応・危機管理方

針 

○外国人が居住者であることを踏まえ、安全方策についての考え方が適切か。

○危機管理(緊急時の連絡体制、有事における対応マニュアルの整備等)の考え方

が明確で適切か。

○各種防災訓練、救命研修等、危機管理にかかる訓練体制が具体的、適切に計画

されているか。

5 

コスト削減に関

する提案

○機構が求める業務の質の水準を確保しつつ、コストの削減につながるような優

れた方策の提案があるか。

6 

業務実績 ○集合住宅（マンション、アパート、学生会館、留学生宿舎、社宅・社員寮等）

または宿泊施設（旅館、ホテル等）での実績(業務年数・施設規模等)を踏まえ、

「A」8点、「B」4点、「C」2点の 3段階で評価する。

8 

ワーク・ライフ・

バランス等の推

進に関する指標 

以下のいずれかの認定等を受けていること。注）ワーク・ライフ・バランス等の

取組に関する認定内容等により加点する。複数の認定等に該当する場合は、最も

配点が高い区分により加点を行う。 

5 

○女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（女性活躍推進

法）に基づく認定を受けているこ

と。（ただし、労働時間等の働き方

に係る基準は必ず満たしているこ

と。）

えるぼし認定段階 1 2 

えるぼし認定段階 2 3 

えるぼし認定段階 3 4 

プラチナえるぼし認定 5 

○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）

に基づく 行動計画（計画期間が満了していないもの）を策定済である

こと。 ※女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がな

い事業主（常時 雇用する労働者の数が 100人以下のもの）に限る。

1 

○ 次世代育成支援対策推進法（次

世代法）に基づく認定を受けてい

ること。

くるみん認定企業（平成29 

年 3月 31日までの基準） 
2 

トライくるみん認定企業 3 

くるみん認定企業（平成29 

年4月1日から令和4年3月31日

までの基準） 

3 

くるみん認定企業（令和4年 

4月 1日以降の基準） 
3 

プラチナくるみん認定企業 5 

○ 青少年の雇用の促進等に関す

る法律（若者雇用 促進法）に基づ

く認定を受けていること。

ユースエール認定企業 4 

合  計 70 

注）日本国内で事業活動を行う外国法人で、ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定等の適用対象外

となる者については、内閣府男女共同参画局長が実施する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当

確認」をもって、これに代えるものとする。 

加点のうち「業務実績」「ワーク.ライフ.バランス等の推進に関す指標」以外の項目は、各項目とも以下の 4

段階評価に基づき行う。 
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評価基準 評価係数 

Ａ 全体的に優れた提案内容となっている。又は高く評価すべき提案がなされてい

る。 

配点×1.00 

Ｂ 一定の工夫や配慮がなされており評価できるが、優れた提案はなされていない。 配点×0.66 

Ｃ 一定の工夫や配慮がなされており評価できるが、実現性やコスト等の観点から提

案の実現可能性が難しいと判断される。 

配点×0.33 

Ｄ 特に評価すべき工夫や配慮は見られない。 配点×0.00 

また、「業務実績」は、平成 24年 10月 1日以降令和 4年 9月 30日迄における宿舎施設（※）の管理運営実

績に応じ、以下の方法で加点を行う。 

○平成 24年 10月 1日以降令和 4年 9月 30日迄の宿舎施設（※）における管理運営の実績

以下、ⅰ)～ⅲ)の何れにも該当した場合 評価区分 

及び加点 ⅰ)継続した

実績年数 

ⅱ)一度に管理した部屋数 ⅲ 

外国人入居者の有無 

4年以上 100部屋以上の実績有 有 Ａ：8点 

2年以上 50部屋以上の実績有 有 Ｂ：4点 

1年以上 30部屋以上の実績有 有 Ｃ：2点 

※宿舎施設とは、集合住宅（マンション、アパート、学生会館、留学生宿舎、社宅・社員等）または宿泊施

設（旅館、ホテル等）をいう。

なお、いずれの場合も、数値については小数点第 2 位を切り捨て、小数点第 1 位までを値として採用する。 

（２）落札者決定に当たっての評価方法 

ア．落札者の決定方法 

落札者の決定方法は総合評価方式（加算方式）で行う。本入札説明書等において明らかにした要求要件の 

うち必須とされた項目をすべて満たし、当機構が作成した予定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該入札 

者の申し込みに係る入札価格に対する得点（以下「価格点」という。）の配分と、必須項目評価により得られ 

た基礎点（３０点）と加点項目評価で得られた加算点（最高７０点）を加算した得点（以下「技術点」とい 

う。）の合計を合算して得た数値（以下「評価値」という。）の最も高い入札者を落札者とする。 

 なお、技術点の配分と価格点の配分は１対１とし、入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た 

値を一から減じて得た値に価格点の配分を乗じて得た値とする。 

 また、当機構では総合評価方式（加算方式）において、総合評価点の内訳は公表していないため予め了承 

のこと。 

総合評価（評価値）に関する事項 

① 技術点の求め方

技術点＝必須項目評価（基礎点）＋加点項目評価（加算点）

②価格点の求め方 

価格点＝価格点の配分×（１－入札価格／予定価格） 

③総合評価点の求め方 

総合評価点＝技術点＋価格点 

（技術点の配分：価格点の配分＝１：１） 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する消費税等の額 

を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等にかかわる課税事業者であるか免税業者 

であるかを問わず見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。入札書に 

記載された金額の１００分の１１０に相当する金額に１円未満の端数があるときはその端数を切捨てる 

ものとし、当該端数金額を切捨てたあとに得られる金額をもって申し込みがあったものとする。 
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イ．留意事項 

①開札の結果、落札者となるべき者の入札価格が、１０分の６を予定価格に乗じて得た額に満たない場合は、 

その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否か、次の事項につ 

いて改めて調査を実施し、該当するおそれがあると認められた場合、又は契約の相手方となるべき者と契約 

を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められた場合には、予定 

価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が最も高い１者を落札者として決定 

することがある。 

ａ．当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性（当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定 

の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等） 

ｂ．当該契約の履行体制（常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、業務分担等が適切か否か

等） 

ｃ．当該契約期間中における他の契約請負状況 

ｄ．手持ち機械その他固定資産の状況 

ｅ．国の行政機関等及び地方公共団体等に対する契約の履行状況 

ｆ．経営状況 

ｇ．信用状況 

②開札の結果、落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに入札参加者又はその代理人にくじを引か

せて落札者を決定するものとする。この場合において、入札参加者又はその代理人が直接くじを引くことが

できないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとす

る。 

③落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札価格、落札者決定の理由並びに提案

された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について公表するものとする。 

（３）初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて 

初回の開札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。

なお、開札の際に、入札参加者又はその代理人が立ち合わなかった場合には、その再度の入札を辞退した 

ものとみなす。再度の入札によってもなお落札者となるべき者がいない場合には、入札条件を見直し、再度 

入札公告に付することとする。 

再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は再度の入札公告によると本業務の

実施の準備に必要な期間を確保することができない等のやむを得ない事情がある場合には、機構が自ら当該

業務を実施する等とすることとし、その場合には、理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会に

報告することとする。 

６．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

従来の実施状況に関する情報は、別紙１のとおり。 

７．民間事業者に使用させることができる備品等について 

（１）貸与備品 

別紙９の「主な業務用備品」のとおり 

（２）設備・機器等の持ち込み 

ア．宿舎の業務に支障を来さない範囲において、民間事業者は宿舎施設内に本業務に必要な機器・設備等を 

民間事業者の負担において持ち込むことができる。ただし、機器・設備等を持ち込む場合には、事前に機構

の了解を得るものとし、本業務を終了した際は、原状回復を行わなければならない。 

イ．設備・機器等の持ち込み又は撤去に要する経費及び持ち込んだ設備・機器等から生じる経費については、  

本実施要項１．（４）イ．で規定する光熱水料を除き民間事業者が負担するものとする。 

13/144



８．民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、

秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契

約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項 

（１）報告等について 

ア．業務計画書の作成と提出 

民間事業者は、本業務を行うに当たり、令和５年３月１７日までに、管理業務計画書（経費執行計画書を 

含む。）を機構に提出し、機構と協議しなければならない。管理業務計画書に変更が生じた場合は、当該変更 

の３日前（但し、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律で定める国民の祝日、及び年末年始（１２月２ 

９日から翌年１月３日まで）を含まない。）までに、当該変更を機構に届け出て、機構と協議すること。 

イ．業務従事者名簿の作成と提出 

①民間事業者は、令和５年３月１７日までに、本業務に従事する者の名簿を作成し、機構に提出すること。

また、業務従事者を変更する場合は、当該変更の３日前（但し、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律

で定める国民の祝日、及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）を含まない。）までに、当該変更

を機構に届け出ること。 

②機構は業務従事者が不適格であると認める場合は、その理由を明らかにし、民間事業者に当該業務従事

者への指導を求めることができる。その場合、民間事業者は不適格である理由を確認し、当該業務従事者の

改善又は交替を行うものとする。

ウ．業務報告書の作成、提出及び保管 

民間事業者は、本業務の履行結果を正確に記載した業務月報及び年間総括報告書を作成し、以下のとおり 

保管又は提出すること。 

①民間事業者は本業務開始前に全ての業務報告書の書式を機構に提出し、承諾を得ること。 

②民間事業者は、業務期間中、当月分に係る業務月報を、その月の翌月１０日（当該日が休日の場合には、

その直後の平日とする。）までに機構に提出すること。機構の確認を受けた後の業務月報は、業務期間中いつ

でも閲覧できるように保管すること。 

③民間事業者は、毎年４月１０日（当該日が休日の場合には、その直後の平日とする。）までに、本業務に関

する年間総括報告書を機構に提出すること。 

④民間事業者は、発注業務の履行を通じて、環境対策や防災対策などに関して提案があれば、任意の書式で 

意見を提出すること。 

（２）機構の検査・監督体制 

民間事業者からの報告等を受けるに当たり、機構の検査・監督体制は次のとおりとする。 

ア．施設管理責任者 

国立研究開発法人科学技術振興機構 国際部長 

イ．施設管理担当者及び検査職員 

国立研究開発法人科学技術振興機構 国際部 調査役 

ウ．施設管理監督職員 

国立研究開発法人科学技術振興機構 国際部 係員 

（３）機構による調査への協力 

機構は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に

対し、本業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所に立入り、本業務の実施状況若しくは

帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

なお、立入り検査をする者は、検査等を行う際には、当該立入り検査等が法第２６条第１項に基づくもので

あることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。 
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（４）指示について 

機構は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、民間

事業者に対し、必要な措置を取るべきことを指示することができる。また、機構は、本業務の検査・監督にお

いて業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、随時民間事業者に指示を行うことができるものとす

る。機構による指示の経路については、以下のとおりとする。 

ア．統括業務実施者を通じた報告、指示 

民間事業者から機構への業務計画書・作業報告書その他の関係書類（以下「各種書類」という。）の提出及 

び各種の報告は、下記イの緊急時等を除き原則として統括業務実施者を通して行うものとする。 

機構は、提出された各種書類及び各種の報告の内容について修正、追加、処置方法等について統括業務実 

施者に必要な指示を行うものとする。 

ただし、各種書類の提出及び各種の報告を行う個別業務実施者が統括業務実施者を兼任している場合は、 

統括業務実施者を通して受領・指示を行うものとみなすことができる。 

イ．緊急時等における報告、指示 

故障・不具合の発生時及び業務の立会時等、早急な判断、対応を必要とする場合（以下「緊急時等」とい 

う。）には、個別業務実施者は、機構に直接報告を行うことができる。また、緊急時等には、機構は個別業務 

実施者に直接指示を行うものとする。このような場合、個別業務実施者は、総括業務実施者に対して、必ず 

事後報告を行うものとする。 

（５）秘密の保持 

民間事業者は、本業務に関して機構が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び業務遂行過程で作成し 

た提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。民間事業者 

（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は 

従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又 

は盗用した場合には、法第５４条により罰則の適用がある。 

（６）個人情報の保護 

ア．基本的な考え方 

民間事業者は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、本業務を実施するに当たって入手した個人情報の 

取扱いについては、個人の権利や利益を保護するため、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５ 

７号）第６６号第２項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情 

報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない必要な措置を講じなければならない。 

イ．保有の制限 

民間事業者は、本業務を実施するにあたって個人情報を保有するときは、あらかじめ、本人に対してその 

利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で 

個人情報を入手するものとする。 

ウ．利用及び提供の制限 

民間事業者は、機構の指示又は承認がある場合を除き、本業務を実施するための利用目的のために個人情 

報を自ら利用し、又は他者に利用させてはならない。 

エ．複写等の禁止 

民間事業者は、機構の指示又は承認がある場合を除き、本業務を実施するために機構から提供された個人 

情報を複写し、又は提供してはならない。 
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オ．報告 

民間事業者は、個人情報の漏洩等が発生し、又は発生の可能性があることを知った場合には、直ちに機構 

に報告し、その指示に従うものとする。なお、本業務が終了した後においても同様とする。 

カ．管理体制の整備 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり、個人情報の管理に関する責任者を定めるなど管理体制を整備 

しなければならない。 

キ．業務従事者への周知 

民間事業者は、本業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても本業務を実施するに当たり知り 

得た個人情報を漏洩し、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事 

項を周知徹底しなければならない。 

（７）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

ア．業務の開始及び中止 

①民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。 

②民間事業者は、やむを得ない事由により本業務を一時中断しようとするときは、あらかじめ、機構の承認 

を受けなければならない。 

イ．公正な取扱い 

①民間事業者は、本業務の実施にあたって、宿舎施設利用者を合理的な理由なく区別してはならない。 

②民間事業者は、宿舎施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有無等により区別 

してはならない。 

ウ．金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 

エ．宣伝行為の禁止 

民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施にあたって、自らが行う業務の宣伝を行ってはなら 

ない。 

民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような 

行為をしてはならない。 

オ．法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなければならない。 

カ．安全衛生 

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法 

令に従って行わなければならない。 

キ．記録・帳簿書類等 

民間事業者は、本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務を終了し、又は中止した日の属する年 

度の翌年度から起算して５年間、測定・検査、点検・整備等に関する帳簿書類等は本業務が終了したときか 

ら１０年間、一定の場所に保管しなければならない。 

ク．権利の譲渡 

民間事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。 
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ケ．権利義務の帰属等 

①本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利に抵触するときは、民間事業者は、その責任におい

て、必要な措置を講じなくてはならない。 

②民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければな

らない。 

コ．一般的損害 

本業務を行う際に生じた損害（本実施要項９に記載した損害を除く）については、民間事業者がその費用を

負担する。ただしその損害のうち機構の責めに帰すべき事由により生じたものについては機構が負担する。 

サ．再委託の取扱い 

①民間事業者（入札参加グループを含む。）は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはな

らない。 

②民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則として、あらかじめ

企画書（様式９）において再委託に関する事項（再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、

再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法）に

ついて記載しなければならない。また、民間事業者は、企画書の提出前に、再委託先が単独又は入札参加グ

ループで本入札に参加しようとする者でないことを確認するものとする。 

③民間事業者は、契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らか

にした上で機構の承認を受けなければならない。 

④民間事業者は、上記②及び③により再委託を行う場合には、民間事業者が機構に対して負う義務を適切に

履行するため、再委託先の事業者に対し、前記「（５）秘密の保持」及び「（６）個人情報の保護」並びに

「（７）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置」に規定する事項について必要な措置を講じさせるととも

に、再委託先から必要な報告を徴収することとする。 

⑤上記②から④までに基づき、民間事業者が再委託先の事業者に本業務を実施させる場合は、すべて民間事

業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責め

に帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。 

シ．契約変更 

機構及び民間事業者は、実施要項等で機構が提示した条件と異なることとなる場合、その他やむを得ない 

事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、予め変更の理由を書面により相手方へ提出し、相手方 

の承諾を得た上で本契約の変更を行うものとする。 

ス．契約解除 

機構は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

①偽りその他不正の行為により落札者となったとき 

②法第１５条において準用する法第１０条各号に該当するものとなったとき 

③本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになっ

たとき 

④上記③に掲げる場合のほか、契約において定められた事項について重大な違反があったとき 

⑤法律又は契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき 

⑥法令又は本契約に基づく指示に違反したとき 

⑦民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は契約に違反して、本業務の実施に関して知り得

た秘密を漏らし、又は盗用したとき 

⑧暴力団が業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき 

⑨暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき 
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セ．契約解除時の取扱い 

①上記スに該当し、本契約を解除した場合には、機構は民間事業者に対し，当該解除の日までに当該公共

サービスを契約に基づき実施した期間にかかる対価を支給する。 

②上記①の場合には、民間事業者は、契約金額の１１０分の１００に相当する金額の１００分の１０に相当

す る金額を違約金として機構の指定する期間内に納付しなければならない。 

③機構は、民間事業者が上記②の規定による金額を機構の指定する期日までに支払わない場合には、その支

払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、法定利率の割合で計算した金額を延滞金と

して納付させることができる。 

④機構は、本契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。 

ソ．業務途中における入札参加グループからの脱退 

　代表企業及びグループ企業は、本業務を完了する日までは入札参加グループから脱退することはできない。 

タ．業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置 

参加企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、機構の承認を得て、残存

参加企業が共同連帯して当該参加企業の分担業務を完了させるものとする。 

ただし、残存参加企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存参加企業全員及び機構の承認を得

て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該参加企業を加えた参加企業が共同連帯して破産

又は解散した参加企業の分担業務を完了させるものとする。 

チ．談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い 

①民間事業者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、民間事業者は機構の請求に基づき、契約額

（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額）の１１０分の１００に相当する金額

の１００分の１０に相当する額を違約金として機構の指定する期間内に納付しなければならない。 

ａ．この契約に関し、民間事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は契約相手方が構成事業者である事業者団体

が同法第８条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が民間事業者に対し、同法第７条の２第１項の

規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

ｂ．当該契約に関し、民間事業者（法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治 40年法

律第 45号）第 96条の３又は独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定し

たとき 

②上記①の場合において、民間事業者が入札参加グループであり、既に解散しているときは、機構は、民間

事業者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。この場合にお

いては、落札の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して上記①の違約金を機構に支払わな

ければならない。 

③民間事業者が上記①の違約金を機構が指定する期間内に支払わないときは、機構は、当該期間を経過した

日から支払いをする日までの日数に応じ、法定利率の割合により計算した遅延損害金を民間事業者より徴収

することができる。 

ツ．設備更新の際における民間事業者への措置 

契約期間中に設備が更新される際は、更新機器について民間事業者に通知するとともに、契約変更を行う

場合がある。 

テ．業務引継ぎの実施 

業務期間の初日から確実に業務を遂行するため、本実施要項１（１）ウ．のとおり業務引継を実施すること。 

ト．契約の解釈 

　本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と機構が協議して決定するものとする。 
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９．民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償

に関し契約により当該民間事業者が負うべき責任（国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合にお

ける求償に応ずる責任を含む。）に関する事項 

本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の本公共サービスに従事する者が、故意又は過

失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を与えた場合には、次に定めるところによるものとす

る。 

（１）機構が当該第三者に対する賠償を行ったときは、機構は当該民間事業者に対し、当該第三者に支払った

損害賠償額（当該損害の発生について機構の責めに帰すべき理由が存する場合は、機構が自ら賠償の責めに

任ずべき金額を超える部分に限る。）について求償することができる。

（２）当該民間事業者が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条等に基づき、当該第三者に対する賠償を

行った場合であって、当該損害の発生について機構の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者

は機構に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分につい

て求償することができる。

１０．対象公共サービスに係る法第７条第８項に規定する評価に関する事項 

（１）実施状況に関する調査の時期 

総務大臣が行う評価の時期（令和７年５月を予定）を踏まえ、本業務の実施状況については、令和７年３月

３１日時点における状況を調査するものとする。 

（２）調査の方法 

機構は、民間事業者が実施した本業務の内容について、その評価が的確に実施されるように、本要項中に示

した報告等を活用するとともに機構による実施状況等の調査を行うものとする。 

（３）調査項目 

ア．本実施要項１．（２）において本業務の質として設定した項目 

イ． 別紙３の内容に本実施要項１．（２）ウ．での提案を反映し確定した業務の履行状況（実施回数、実現状 

況等） 

（４）実施状況等の提出時期及び評価委員会の意見聴取 

機構は、本業務の実施状況等について令和７年５月を目途に、総務大臣及び官民競争入札等監理委員会に

提出するものとする。また、機構は本業務の実施状況等を提出するに当たり、機構に設置する本業務に関し

て利害関係を有しない外部有識者を含む評価委員会に報告を行い、意見を聴くものとする。 

１１．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 

（１）対象公共サービスの監督上の措置等の官民競争入札等監理委員会への報告 

機構は、法第２６条及び第２７条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置 

の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。 

（２）機構の監督体制 

ア．本業務の契約に係る監督は、施設管理担当者及び検査職員が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示 

その他の適切な方法によって行うものとする。 

イ．本業務の実施状況に係る監督は、上記８．（２）により行うこととする。 
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（３）民間事業者が負う可能性がある主な責務等 

ア．民間事業者の責務等 

本業務に従事する者は、刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰則の適用については、法令により公

務に従事する職員とみなされる。 

イ．会計検査について 

民間事業者は、本業務の内容が会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２２条に該当する場合又は同

法第２３条第１項第７号に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認める場

合には、同法第２５条及び第２６条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は機構を

通じて、資料・報告等の提出を求められたり又は質問を受けたりすることがある。 
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別紙１

従来の実施状況に関する情報の開示

１．従来の実施に要した経費 （単位：千円）

令和元年度※1 令和 2 年度※2 令和 3 年度※2 
人件費 常勤職員

非常勤職員

物件費

委託費等 定額部分 66,548 70,087 73,378 
成果報酬等

旅費その他

計（ａ） 66,548 70,087 73,378 

参考値

（ｂ）

減価償却費

退職給与引当金

間接部門費

（ａ）＋（ｂ） 66,548 70,087 73,378 
（注記事項）

契約は総価で、委託費の支払いは四半期ごとの前払い。

※1 令和元年度

複数年度契約（平成 29～令和元年度の 3 年契約）の令和元年度１年分。

総合評価方式による一般競争入札により事業者を決定している。

※2 令和 2.3 年度

複数年度契約（令和 2～令和 4 年度の 3 年契約）令和 2・3 年度１年分。

総合評価方式による一般競争入札により事業者を決定している。

委託費の内訳   （単位：千円）

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 
人件費 43,462 46,266 44,836 
施設維持管理費 8,765 7,910 12,663 
運営経費 2,372 3,604 3,452 
備品費 2,138 1,776 1,885 
消費税相当額 4,165 4,421 4,144 
一般管理費 5,646 6,111 6,398 
計 66,548 70,088 73,378 
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２．従来の実施に要した人員 （単位：人） 
令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

機構職員 0 0 0 
受託事業者 9 10 10 

（業務の繁閑の状況とその対応）

各月での居室利用状況は以下のとおり。

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

4 月 73.5％ 62.1％ 35.1％ 
5 月 80.1％ 59.9％ 36.7％ 
6 月 88.9％ 58.8％ 40.4％ 
7 月 91.2％ 57.3％ 40.5％ 
8 月 80.9％ 54.4％ 43.3％ 
9 月 81.4％ 53.8％ 48.8％ 
10 月 85.7％ 54.6％ 46.2％ 
11 月 84.1％ 55.8％ 46.9％ 
12 月 76.6％ 53.0％ 41.1％ 
1 月 76.4％ 53.0％ 39.7％ 
2 月 86.5％ 54.8％ 38.8％ 
3 月 76.1％ 48.9％ 34.5％ 

（注記事項）

入札の対象である業務の全てを外部委託により実施。

３．従来の実施に要した施設及び設備

（生活サポート等業務に係る施設及び設備）

施設概要及び設備図面（別紙１１）を参照

（注記事項）

１．上記の施設及び設備については、 請負業務を行なう範囲において無償貸与。

２．上記以外で請負業務を行なうにあたり、必要なものは請負業者が用意する。

３．上記２．において請負業者が用意する設備は、宿舎施設の他の業務に支障のないものに限る。
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４．従来の実施における目的の達成の程度

（生活サポート等業務に係る目的の達成の程度）

１．本業務の不備に起因する窓口業務の停止（令和元年度～令和 3 年度） 
・実績：０回

２．本業務の不備に起因する入居受付業務の停止（令和元年度～令和 3 年度） 
・実績：０回

３．本業務の不備に起因する生活支援業務の停止（令和元年度～令和 3 年度） 
・実績：０回

４．本業務の不備に起因した居室における人身事故又は物損事故（令和元年度～令和 3 年度） 
・実績：０回

５．居住者に対し退去時に実施するアンケートのうち、サービスに関する設問について、「Very 
satisfied（とても満足）」「Satisfied（満足）」の評価の割合（令和元年度～３年度） 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

満足度 100％ 99％ 99％ 

（回収率） 64％ 64％ 55％ 

５．従来の実施方法等

従来の「生活サポート等業務」に関する使用状況は次のとおり。

１．年間入居率

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

二の宮ハウス 81.7％ 55.5％ 41.0％ 

２．国籍別の利用件数（二の宮ハウス）

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

中国 87 件 47 件 29 件 
インド 49 件 22 件 9 件 
日本 43 件 98 件 137 件 

フランス 42 件 11 件 9 件 
アメリカ 32 件 5 件 4 件 
その他 58 ヶ国 249 件 37 ヶ国 106 件 25 ヶ国 67 件 

全体 502 件 289 件 255 件 

３．機関別の利用件数 （二の宮ハウス）

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

物質・材料研究機構 321 件 207 件 198 件 
筑波大学 46 件 17 件 13 件 

国立環境研究所 31 件 15 件 18 件 
産業技術総合研究所 29 件 17 件 12 件 

その他 14 機関 75 件 9 機関 33 件 9 機関 14 件 

全体 502 件 289 件 255 件 
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４．共用部施設の利用状況

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 
集会室 57 回 

（378 時間） 
0 回 

（0 時間） 
2 回 

（6 時間） 
交流サロン 57 回 

（237 時間） 
19 回 

（28 時間） 
22 回 

（39 時間） 
セミナー室１・２ 172 回 

（381 時間） 
184 回 

（375 時間） 
193 回 

（368 時間） 
打合せ室１・２ 28 回 

（75 時間） 
3 回 

（24 時間） 
4 回 

（31 時間） 
ゲストルーム 62 回 

（273 泊） 
1 回 

（1 泊） 
1 回 

（1 泊） 
バーベキューコーナー 32 回 

（213 時間） 
0 回 

（0 時間） 
0 回 

（0 時間） 
和室 2 回 

（18 時間） 
0 回 

（0 時間） 
0 回 

（0 時間） 

○実施体制等

令和元年度～令和３年度の受託事業者の実施体制は以下のとおり。

本部 － つくば事務所 － 外国人宿舎事業部 － 宿舎統括責任者 － 各業務担当者

（※つくば事業所にサポートセンターを併設し、非常時協力依頼）

なお、監督部署である機構国際部の組織図は次のとおり。

（施設管理責任者）－（施設管理担当者及び検査職員）－（施設管理監督職員）

国際部/部長 － 国際部/調査役 － 国際部/係員 
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別紙２

Ninomiya House Resident Satisfaction Questionnaire 
Thanks for staying at Ninomiya House. We would greatly appreciate it if you took some time to complete this 

questionnaire before handing it in to the Administration Office personnel upon room inspection. 

１ How long was your stay at Ninomiya House? 

□less than 2 weeks  □2 weeks to 1 month  □1 to 3 months

□3-6 months □6 to 12 months □over 1 year

２ Accommodations 

・Did you enjoy living here？ □very much □fairly □not really

・Electric appliances and electronic equipment selection

□good □fair □unsatisfactory

・Kitchen ware & utensils □good □fair □unsatisfactory

・Bedding □good □fair □unsatisfactory

３ Shared Spaces (Entrances, Communal rooms, Corridors, Facilities) 

・How satisfied are you with the overall maintenance of the accommodation buildings and

facilities ?

□Very satisfied  □Satisfied  □Dissatisfied  □Very dissatisfied

・How satisfied are you with the frequency and quality of the cleaning for the shared spaces?

□Very satisfied  □Satisfied  □Dissatisfied  □Very dissatisfied

４ Services 

・How satisfied are you with your staffʼs friendliness, help and adequate support with

your questions regarding essential information about everyday living?（i.e. Help re

Hospitals, Schools, City Hall, the Police, et al.）

□Very satisfied  □Satisfied  □Dissatisfied  □Very dissatisfied

・Are you satisfied with our support when there were problems with your apartment,

appliances, and/or equipment?

□Very satisfied  □Satisfied  □Dissatisfied  □Very dissatisfied

５ Would you like to stay at Ninomiya House again? 

□ Yes, of course.  □Not sure  □Not anymore

６ Comments:  

Thank you for your cooperation! 

Room #      (optional)  Date
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別紙３

外国人研究者宿舎生活サポート等業務 

仕様書 

令和 4 年 9 月 

国立研究開発法人科学技術振興機構 
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Ⅰ．業務の目的 

国立研究開発法人科学技術振興機構（以下、「機構」という。）外国人研究者宿舎「二の宮ハウス」（以

下、「宿舎」という。）の良好な管理運営を実施するとともに、主につくば地区の公的研究機関等で研究

活動を行う宿舎利用の外国人研究者及びその家族（以下、「居住者」という。）の生活を支援し、外国人

研究者が研究に専念できる環境を整備・提供することを目的とする。 

Ⅱ．業務成果の目標 

１．外国人研究者が研究活動に専念できる安全・快適な居住環境の提供 

２．低廉かつ良質なサービスの提供 

３．入居者アンケートにおけるサービスに対する満足度８０％以上の達成 

Ⅲ．対象施設の概要 

１.所在地  ：つくば市二の宮１－６－２ 

２.敷地面積 ：6,569.32㎡

３.主用途  ：宿泊施設（1LK 104 室、1LDK71室、駐車場 148台） 

４.延床面積 ：18,298.36㎡

５.規模構造 ：地下 1階地上 9階 SRC造（一部 RC造）

６.竣工日  ：平成 13年 3月 

Ⅳ．契約期間 

契約期間は、令和５年４月１日～令和８年３月３１日（３年間）とする。 

Ⅴ．業務概要 

一般事項 

（１）業務管理体制

①業務責任者

業務責任者を定め、本仕様書Ⅴ．３．（１）に定める提出書類に記載し、期限までに文書にて機構に

提出する。 

②要員

業務責任者の他、本仕様書に定められた業務を遂行するために、必要な人員を確保して業務を行う。

入居者が外国人であることに鑑み、本仕様書Ｖ.2.に定める業務を必要に応じて英語（日常英会話程

度）を用いて遂行できる要員を確保すること（自動翻訳機械等を活用することも可）。令和元年度・令

和２年度・令和３年度の国・地域別受入実績については、別紙５を参照のこと。 

想定する要員は、原則業務責任者１名、窓口及び経理業務１名、生活支援及び入居受付等業務１名、、

居室設備業務１名、の合計４名であるが、増減可能とする。 

（勤務時間内は想定する要員のうち１名以上が宿舎に勤務することとし、その他要員は業務の内容や

状況に応じてＷＥＢ及び電話等を活用しリモートによる勤務を可能とする。なお、実施体制の詳細に

ついては【様式４】、ＷＥＢ及び電話等を活用したリモート対応における質の確保については【様式

５】にて提案するものとする）。 
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③勤務時間及び勤務日

・原則として平日（月～金）の８：３０～１７：３０

※年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く

・勤務時間外や土・日・祝日・年末年始であっても緊急事態が発生した場合は、必要に応じて対応す

るものとする。

④入居管理規則

入居管理規則については別紙４「外国人研究者宿舎の運営に関する内規」を参照のこと。

⑤帳簿書類等の保存

受託者は、出納に関する帳簿書類等は受託業務を完了したときから５年間、測定・検査、点検・整

備等に関する帳簿書類等は受託業務を完了したときから１０年間、一定の場所に保存すること。 

（２）費用分担

①機構が負担する経費

・業務に必要な電気・水道及びガス料金。

・業務で使用する電話料金。

・業務上必要な部屋、事務机等及び内線電話機は無償貸与とする。

②受託者が負担する経費

・事務用消耗品、制服、靴、帽子等。

・点検及び軽微な修繕に必要な工具、部品及び簡単な測定器具。

（３）消耗品・修繕等にかかる経費

①居室設備・備品等にかかる修繕（装置本体・部品交換を含む）については、機構と協議の上、１件

２０万円未満（税込）のものを委託費から支出できるものとする。 

②居室設備・備品等にかかる消耗品は、原則として宿舎における在庫や備蓄等からの払出しを優先す

るが、必要により機構と協議の上、委託費から支出できるものとする。 

③１件が２０万円以上（税込）の場合であっても、居住者及び来館者の安全・利便確保の観点等から

至急の対応が必要と見込まれる場合には、事前に機構の了承を経た上で、委託費から支出できるもの

とする。 

④各種機器にかかる保守サービスについては委託費から支出することとする。

⑤災害用備蓄食糧品については原則委託費から支出することとする。現時点での備蓄食糧品在庫につ

いては別紙９（主な業務用備品）を参照のこと。 

⑥当該経費は、入札書の作成においては年間６００万円（税込）を積算に含めることとする。

なお、別紙６のとおり居室・共用室には機構が所有する物品があり、受託者は無償で利用可能。 

（４）保険について

火災保険、施設所有賠償責任保険等に関しては、機構が契約、支払いを行う。受託者が保管する現金

に対する保険は委託費より支出することとする。 
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２．業務内容 

業務実施場所である宿舎事務所及び各施設内で、以下の業務を実施する。 

（１）統括業務

①業務責任者として、委託された全業務を統括し、全従業員の管理及び指導監督を行うと同時に委託

された全業務の窓口となり、機構及び管理運営業務担当と密接に連携し、円滑で効果的・効率的な業

務運営にあたる。 

②各業務担当から提出された管理実施計画等の確認、精査、全体の管理実施計画の立案・作成を行う。

③貸与された施設及び施設に付帯する設備、機器、物品等の統括管理を行う。

④すべての業務に対する改善提案を行う。

⑤その他統括業務上必要な事務処理を行う。

（２）窓口業務

①来館者の受付

②利用申込のあった共用室等の解錠及び施錠

③郵便物・宅配便の受け渡し

④電話の応対

⑤急病、災害等緊急事態発生時の初期対応

⑥宿舎設備、備品等の不具合発生時の初期対応

⑦拾得物の管理

⑧その他、業務の実施上必要な業務

（３）入居受付等業務

①宿舎を利用できる資格条件については、別紙４「外国人研究者宿舎の運営に関する内規」を参照の

こと。 

②入居希望者或いは希望者の所属する研究機関等より宿舎入居希望を受け付け、機構が所有し本件業

務受託者が無償で使用できる「居住者管理システム」を利用し、入居の可否確認及び調整を行う。 

申込みが入居希望者個人からのものであった場合は、所属する研究機関を通じて申請を行うよう促

すこと。 

③入居可能な場合は、別紙４「外国人研究者宿舎の運営に関する内規」に定められた利用申請書一式

の提出を依頼し、内容に過不足ないこと、誤りが無いことを確認した上で機構に提出する。機構の承

認を得たものについては、機構より発行された許可書を各申込研究機関担当者に送付する。入居時に

は受入研究機関等の立ち会いのもとで、手続きおよび居室説明（退去時の清掃を含む）を行う。 

④入居期間内に発生する滞在期間の延長、短縮、家族来日に伴う居室移動の希望等があった場合には、

利用変更申請書の提出を求め、内容に過不足ないこと、誤りが無いことを確認した上で利用変更申請

書を機構に提出し、機構の承認を以て入居期間の変更を行う。ただし緊急性を要する場合にはその限

りでない。 

⑤退去時に行う居室の清掃に関しては、研究機関に低廉な価格の清掃業者を紹介する。清掃終了後、

清掃内容を点検して問題がないことを確認し、次の入居に備える。清掃内容の詳細については別紙７

「居室清掃業務について」を参照のこと。
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⑥居室のほかゲストルームについても、居住者等からの利用申し込みの受け付けを行うとともに、利

用開始および終了時に鍵の受け渡しを行う。 

⑦退去時に、居室の寝具・タオル等のクリーニングを行う。

（４）生活支援業務

①居住者に塵芥の扱いを周知し、市又は指定業者にその処理・収集を依頼すること。なお、粗大ゴミ

の処理費用は粗大ゴミを排出した居住者負担とする。

②宿舎近隣の住民、事業者等との融和を常に心掛け、トラブルが発生した場合、対応を行う。

宿舎近隣に迷惑を及ぼす可能性のある作業等、を行う場合は、事前に近隣の住民、事業者等へ周知す

ること。

③国・地方自治体、マスコミ等から視察、取材、利用要請等があった場合は、事前に機構に連絡し、

その可否を確認するとともに、対応後はその結果を機構に報告すること。

④入居見学希望への対応を必要に応じ行うこと。

⑤居住者に関わる居室及び共用室の定期点検、注意事項等、随時日本語及び外国語にて掲示、メール、

書面等を用いて周知する。

（５）居室設備・備品等の維持管理業務

①居室設備・備品等に対して日常・定期的に外観・機能の点検・検査・確認を行う。異常や故障が生

じた場合、簡易な補修（１件２０万円未満（税込））は受託者が実施することとし、自ら行えない場合

には迅速に関連業者に連絡して修理を実施する。 

②居室内の寝具・食器等の消耗品、貸出し用自転車についても定期的に点検、在庫管理を行う。③利

用料金収受に関係する電話交換機、電気・ガス・水道メーター、集中検針装置については保守点検を

行うこと。 

④修繕に関する整備報告書、作業完了報告書には具体的な内容を記載し、写真を添付すること。また、

使用した部品・部材及び発生した部材・残材の写真もあわせて掲載すること。作業実施中の安全衛生

管理には留意し、労働基準法、労働安全衛生法、法令・規則を厳守し業務を実施すること。 

⑤居住者が退去する際は、事前に居住者と日程を調整し、居室内の状況を確認する。退去後は、退去

時清掃の確認を行うとともに、次の入居日までに速やかに居室の原状復帰作業を行う。 

⑥共用室（交流サロン、集会室、セミナー室、スポーツジム、キッズルーム等）を利用する居住者に

対し、利用規定を徹底する。 

⑦居住者及び宿舎近隣の住民、事業者等より宿舎共用部に設置された各種設備機器、共用部の清掃、

宿舎内外の植栽管理等に対するクレームがあった場合は管理運営業務担当に伝達し、対応を依頼する

こと。 

⑧建築物環境衛生管理基準に従い居室内の昆虫・ねずみなどの害虫防除を 6か月以内に 1回行う。

（６）経理業務

①機構との契約締結及び委託費の執行を行う。

②「居住者管理システム」「検針・請求業務システム」のデータに基づき、月末締めで居住者もしくは

研究機関の所属先に対して宿舎利用料、駐車場利用料、光熱水使用料、電話使用料等の請求書を発行

し、原則翌月１０日までに徴収する。 
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③ゲストルーム、集会室等の利用料も徴収し、②の居住者もしくは研究機関からの徴収分と併せて翌

月末営業日（金融機関が休業の場合はその直前の営業日）までに機構に送金する。 

④共用部の ACCSインターネット接続料は委託費から支出することとし、各居室の個別契約の ACCSケ

ーブルテレビ利用料、ACCS インターネット接続料については居住者負担とする。 

⑤宿舎利用料については、別紙４「外国人研究者宿舎の運営に関する内規」、共用室の料金体系は別紙

８「二の宮ハウス共用室の利用料金」を参照のこと。 

⑥居住者等からの徴収方法については、キャッシュレス決済の活用等、事務の合理化を図ること。

（７）その他の管理業務

①施設及び敷地内の秩序及び規則を守り、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止

する。 

②入居時、非常時に関する案内書を手渡し、防災意識の周知徹底を図ること。また、法令に則り防火

管理業務の一環として、管理運営業務担当と密接に連携し、年２回宿舎内各所に配置 された防火設

備、誘導灯、警報装置の定期保守点検、避難経路の確保点検を実施する他、年 １回管轄消防署の協

力を得て、居住者を対象に通報・消防・避難訓練を行うこと。 

③非常時には「外国人宿舎に係わる非常時連絡網」（Ⅴ．３．（１）参照）に基づいて連絡体 制を敷

き、居住者及び来館者の安全を最大限に確保すること。つくば市において震度５弱以上の地震が発生

した場合は、本業務の勤務時間にかかわらず、被害状況を確認し、速やかに機構に連絡を行う。また、

管理運営業務担当及び遠隔監視会社と協力し、密接に連携し対応すること。 

④施設の共用部のみならず、居住者に対しても協力を求め、宿舎全体での節水・節電・省エネルギー

に努めること。また、居住者に対する家庭内で実施可能な省エネ対策についての啓蒙活動も適宜行う

こと。 

⑤機構が本業務を運営するための設備・システムや居室設備・備品等に対し計画・実施する修繕、機

器交換、備品購入等において、（ア）仕様を策定するために必要な現場の状況調査・報告、（イ）周辺

事業者からの参考見積書の徴取、（ウ）請負者確定後の実施のための現地調整や稼働確認・操作手順確

認 を行うこと。 

⑥宿舎パンフレットは適宜見直し、更新すること。また、宿舎ホームページに掲載する情報がある場

合、機構の求めに応じ、適宜機構にコンテンツを提供すること。 

⑦退去者へアンケート（別紙２）を実施し、回収後、機構へ送付すること。

⑧災害時用備蓄機材及び備蓄食糧等の在庫・使用期限の管理を行い、更新した際は在庫状況を機構に

報告すること。 

３．提出書類 

（１）提出書類について

①業務計画書（１部、要承認）

受託者は、契約期間中の生活サポート等業務計画（経費計画を含む）を令和５年３月１７日までに

提出し、機構の了承を得ること。 

②従事者名簿（１部、要承認）

受託者は、生活サポート等業務に従事する者について名簿を、令和５年３月１７日までに提出し、

機構の了承を得ること。また契約期間中に変更等が発生する場合も機構に提出し、了承を得ること。 
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③外国人研究者宿舎に係わる非常時連絡網（１部、要承認）

受託者は、外国人研究者宿舎に係わる非常時連絡網を、令和５年３月１７日までに提出し、 機構

の了承を得ること。また契約期間中に交替等が発生する場合も同様とする。

④月初報告書

受託者は、月別の利用状況、過去の当該年月の入居率実績を毎月１０日までに提出すること。

⑤月次報告書

受託者は、当月実施した生活サポート等業務等及び経理業務等を記載した報告書を翌月１０日まで

に提出すること。 

⑥光熱水料等報告書

受託者は、徴収した電気・ガス・水道使用料及び電話利用料の報告書を毎月１５日までに提出する

こと。 

⑦随時報告書

受託者は、緊急時対応など重要な事項、外部来訪者対応、居住者及び来館者への周知事項等が発生

した場合は、速やかに報告書を提出すること。（軽微なものを除く） 

⑧業務完了報告書

受託者は、会計年度が終了したとき（毎年３月末）及び受託業務が完了したときは業務完了報告書

を作成し、終了及び完了の日から３０日を経過した日又は翌会計年度の４月１０日のいずれか早い日

までに機構に提出しなければならない。 

⑨その他機構が必要と認めたもの。

（２）（１）の各種計画書、報告書の提出先及び請求書の送付先 

〒102-0076 東京都千代田区五番町７番地 

国立研究開発法人科学技術振興機構 国際部 管理グループ 

Ⅵ．特記事項 

（１）現地見学会を令和４年１１月下旬～１２月上旬頃（予定）に開催するので、希望者は別途指定す

る日時までに所定の手続きをとること。また、過年度の委託業務完了報告書の閲覧希望者は、所定の

手続きをとること。 

（２）受託者の留意点

①受託者は、居住者及び来館者に対するサービスを第一とし、機構及び管理運営業務担当と密接に連

携し、宿舎における全ての業務が円滑に遂行されるよう、最大限の努力をすること。 

②受託者は、定めのない事項であっても本業務の性質上当然行うべき自然付帯的なものについて、契

約の範囲内で実施すること。 

③受託者は、関係諸法令及び関係規則等を遵守すること。

④受託者は、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

（３）受託者の責任

① 受託者は、居住者及び来館者等に被害があった場合には迅速かつ適切な対応を行い、遅滞なく機

構に報告を行わなくてはならない。
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② 受託者は、事業継続が困難になった場合又はその可能性が生じた場合には、速やかに機構に報告

を行わなくてはならない。

③ 受託者は、故意または重大な過失により施設及び備品等に損失を与えた場合は、その損害を賠償

しなければならない。

（４）モニタリング

機構は、契約期間中の受託者の業務の実施状況を把握し、必要なサービス水準を確保するためにモニ

タリングを行うことがある。モニタリングの結果、本仕様書、事業計画書に記載された事項が実施され

ていない場合には、機構は改善措置を講ずる等の指導を行う。さらに必要な場合は、委託の中断を行う

こともある。  

（５）主な業務用備品（別紙９）は外国人研究者宿舎におけるすべての業務にて共用するものである。

経年劣化等により貸与物品の使用が困難な場合は落札事業者が用意すること。 

（６）本業務を遂行するにあたり必要となる以下の機構が有するシステム等（「居住者管理システム」

「検針管理システム」「事務所 PCネットワーク」「電話交換機」「事務所機械警備」）においては、専門

業者と保守契約締結をするなどにより、確実に稼働できる状態を維持すること。 

Ⅶ. 添付資料 

別紙１ ：従来の実施状況に関する情報の開示 

別紙２：退去時アンケート 

別紙４：外国人研究者宿舎の運営に関する内規 

別紙５：国・地域別受入実績 

別紙６：居室・共用室の家具・家電・備品 

別紙７：居室清掃業務について 

別紙８：二の宮ハウス共用室の利用料金 

別紙９：主な業務用備品 
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別紙４ 
外国人研究者宿舎の運営に関する内規 

 

国際部 内規第１号 

（平成26年４月１日 Ｈ25科振総第358-5号） 

（平成27年４月１日 H27国際第1-3号） 
（平成28年2月１日 H27国際第287-1号） 
（平成30年４月１日 H30国際第229-2号） 
（令和元年９月30日 H31国際第183-1号） 
（令和４年４月１日 R03国際第349-3号） 

 
（目的） 

第１条 この内規は、国立研究開発法人科学技術振興機構が外国の研究者の利用のために設置する宿舎

（以下「宿舎」という。）の運営について定めることを目的とする。 

（管理者） 

第２条 この内規に定める宿舎の運営に係る事務は、国際部において行い、その責を負う者（以下「管

理者」という。）は国際部長とする。 

（利用資格） 

第３条 宿舎を利用できる者は、次に掲げる者とする。 

（１） 国立試験研究機関、試験研究に関する業務を行う独立行政法人、大学、公共的な試験研究機

関等（以下「研究機関等」という。）において研究に従事する外国の研究者 

（２） 民間企業の研究グループにおいて研究に従事する外国の研究者 

（３） その他必要と認められる者 

（利用期間） 

第４条 宿舎を利用できる期間は、原則として15日以上５年以下とする。ただし、特別の理由があると

管理者が認めた場合は、この限りではない。 

（利用の許可） 

第５条 宿舎の利用を希望する者は、利用申請書及び許可書（様式第１号）を、管理者に提出しなけれ

ばならない。 

２ 管理者は、提出された利用申請書及び許可書（様式第１号）に対し、文書により宿舎の利用を許可

するものとする。 

（同居） 

第６条 前条第２項に定める許可を受けた利用者（以下「利用者」という。）は、その許可を受けた同

居者以外の者を同居させてはならない。ただし、特別の理由があると管理者が認めた場合は、この限

りではない。 

（利用の開始） 

第７条 利用者は、宿舎の利用を開始したときは、遅滞なく、誓約書及び利用届出書（様式第２号）を

管理者に提出しなければならない。 

（利用料等） 

第８条 利用者は、別表に定める宿舎の利用料を毎月管理者の指示に従い支払わなければならない。 
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別紙４ 
ただし、特別の理由があると管理者が認めた場合は、別に定めることができる。 

２ 利用料は、月額によるものとし、月の途中で宿舎の利用を開始し又はこれを退去した場合における

その月分の利用料は日額により計算した額とする。 

３ 宿舎の利用許可を受けた者は、前２項に定める利用料を指定期日までに納付しなければならない。 

４ 前各項に定める利用料のほか、光熱水料等の実費は利用者が負担する。 

（利用料の返還） 

第９条 納付された利用料は、次のいずれかに該当する場合以外は原則として返還しない。 

（１） 天災その他やむを得ない事由により宿舎を利用できなくなったとき。 

（２） 管理者の都合により宿舎の利用許可を取消し、または利用を中止させるとき。 

（禁止事項） 

第10条 利用者（同居者を含む。以下同じ。）は、次の行為をしてはならない。 

（１） 宿舎の設備及び備品を宿舎の外に持ち出すこと。 

（２） 宿舎を本来の利用目的以外の用に供すること。 

（３） 宿舎における危険物の使用又は構造物に損害を与える行為をすること。 

（４） 宿舎を理由なく長期にわたってあけること。 

（５） その他宿舎内の風紀秩序を乱し、近隣者に迷惑を及ぼす行為をし、又は及ぼすおそれのある

行為をしようとすること。 

（遵守事項） 

第11条 利用者は、宿舎における安全及び衛生の保持のため、次の事項を守らなければならない。 

（１） 衛生的な生活環境を維持するための管理を行うこと。 

（２） 火気の管理に努め火災の予防のため必要な措置を講ずること。 

（３）  火災その他非常の場合の処置についてあらかじめ熟知し、万一事故の発生の場合は、管理人

に報告するとともに、速やかに避難等、適切な処置をとること。 

（４） 感染症患者又は感染症の疑いのある患者が発生した場合には、遅滞なく、管理人を経由して

管理者に届け出てその指示に従うこと。 

（許可の取消） 

第12条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、第５条第２項に定める利用の許可を取り

消すことができる。 

（１） 第３条に定める利用資格がなくなったとき。 

（２） 第６条から第10条までの規定に違反したとき。 

（３） 宿舎の管理及び運営に重大な支障を及ぼす行為をしたとき、又は及ぼすおそれがあるとき。 

２ 管理者は、前項各号に定めるほか、宿舎の運営上必要と認めたときは、第４条に定める当該利用の

宿舎利用期間を変更し、又は第５条第１項に定める利用の許可を取り消すことができる。 

３ 管理者は前２項の規定により利用期間を変更し、又は利用の許可を取り消したことによって当該利

用者が損失を受けても、その責めを負わない。 

（立入り） 

第13条 管理者は、宿舎の運営上やむをえない必要最小限度において、その職員又は管理人に、利用中

の宿舎に立ち入らせることができる。 

（退去） 

第14条 利用者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく宿舎を退去しなければならない。 
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（１） 第12条の規定により利用許可を取り消されたとき。 

（２） 利用期間が満了したとき。 

２ 利用者は、退去する場合は、退去届出書（様式第３号）を管理者に提出しなければならない。 

（原状回復の義務） 

第15条 利用者は、故意又は過失により宿舎並びにその設備及び備品を滅失又はき損したときは、当該

宿舎並びにその設備及び備品を原状に回復し、又は原状に回復しないことによって生ずる損害を賠償

しなければならない。 

（業務の委任） 

第16条 管理者は、宿舎の運営上必要があるときは、第三者に宿舎の運営に係る業務の一部を委任する

ことができる。 

２ 管理者又は前項に定めるところにより宿舎の運営に係る業務の一部を委任された者は、宿舎の維持

管理のため管理人を置くものとする。 

（その他） 

第17条 この規則に定めるもののほか、宿舎の運営等に関し、必要な事項は管理者が別に定める。 

 
附 則（平成26年４月１日 Ｈ25科振総第358-5号） 

この内規は、平成26年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成27年４月１日 H27国際第1-3号） 
この内規は、平成27年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成28年２月１日 H27国際第287-1号） 
この内規は、平成28年２月１日から施行する。 
 

附 則（平成30年４月１日 H29国際第229-2号） 
この内規は、平成30年４月１日から施行する。 
 

附 則（令和元年９月３０日 H31国際第183-1号） 
この内規は、令和元年10月１日から施行する。 
 

附 則（令和４年４月１日 R03国際第349-3号） 
この内規は、令和４年４月１日から施行する。 
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別紙４ 
別表 

 
竹園ハウス 

区分 利用料 
月額 日額 

宿舎利用 １人用 63,000円 2,100円 
２人用 86,000円 2,867円 
家族用 106,000円 3,533円 

その他 自動車駐車場 
（消費税込） 

3,300円 110円 

 
二の宮ハウス 

区分 利用料 
月額 日額 

宿舎利用 １人用 76,000円 2,533円 
２人用 100,000円 3,333円 

その他 自動車駐車場 
（消費税込） 

5,550円 185円 
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様式第１号 
Form 1 

「国立研究開発法人科学技術振興機構外国人研究者宿舎」利用申請書及び許可書 

Application and Permission for Use of JST Ninomiya House 

 

Date (DD/MM/YY)   /   / 

Attention: Director,                                                      

Department of International Affairs,                                 Name(print)                           

Japan Science and Technology Agency(JST)                               Nationality                           

                                                                          

I apply for use of JST Ninomiya House as detailed hereunder. 

 

１．Requested period of use :   Check-in(DD/MM/YY)                         Check-out(DD/MM/YY)                            

２．Requested type of room :    For one person / For two persons  

３．User(s) 

Name Date of Birth 

(DD/MM/YY) 

Sex Relation 

User     

Family Members 

Sharing the Room 

 

 

   

 

上記利用希望者は、次のとおり当所において、研究に従事することを証明します。また、上記の者の宿舎の利用につい

て、外国人研究者宿舎の運営に関する利用規定等を遵守させることを保証し、同人が利用規定等を遵守しない場合は、私

の責任において退去させます。 

受入研究機関名  

日本滞在期間          年   月     日    ～        年     月     日 

研究部・課（室）名  

受入研究機関における身分  

招へいまたは派遣制度名  

受入担当責任者名 印 

 連絡先  TEL:  FAX:  E-mail: 

管理部門担当者名（部・課（室） 名）：                      印 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention:  

  

I accept the application for use of JST Ninomiya House, as prescribed hereunder. 

Room Number 

Approved for Use 
No. User  

Approved Period 

of Use(DD/MM/YY) 

Check-in /  /   

Check-out /  / 

Family Members 

Sharing the Room 

 

 

 

Remarks 

-The applicant must move into the room by   /  /   (DD/MM/YY) under the presence of host researcher. 

-The applicant must submit the Report of the Commencement of use within ten days of the beginning of occupancy. 

-The room may not be used by other than the above-mentioned person(s). 

Director, Department of International Affairs, 

Japan Science and Technology Agency （JST） 
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様式第２－１号  
 

Form 2-1 

(For Foreign Researchers) 

誓約書及び利用届出書 

Oath and Report of the Commencement of Use for JST Ninomiya House 

 

Date（DD/MM/YY）  /   /                                                                           

     

Attention: Director,                                                     Name(print)                           

Department of International Affairs,                                 Signature                             

Japan Science and Technology Agency(JST)                               Nationality                            

 

 

I hereby swear that I shall observe all the rules and regulations concerning the use of JST Ninomiya House, 

upon obtaining residency approval and report the commencement of use for JST Ninomiya House, as detailed in 

the following: 

 

Room Number of Use No.  

 

Date of Commencement of Use (DD/MM/YY)  

 

 

 

 

Names of Family Members Sharing the Room  
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様式第３号 
Form 3  

「国立研究開発法人科学技術振興機構外国人研究者宿舎」退去届出書 
Report of Withdrawal from JST Ninomiya/Takezono House 

                                   

      Date（DD/MM/YY）  /  / 

Attention: Director, 

Department of International Affairs,                                 Name(print)                           

Japan Science and Technology Agency(JST)                               Signature                             

                                                                         Nationality                            

 

 

I hereby report a withdrawal from JST Ninomiya/Takezono House, as detailed in the following: 

 

Room Number of 

Withdrawal 

No. 

 

 

Date of Withdrawal 

(DD/MM/YY) 

                      

                                      

           

Names of Family Members 

Sharing the Room 

 

 

 

 

Reason for Withdrawal  

 

 

Contacts after 

Withdrawal 

e-mail: 

address: 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(For House Officers) 

 

Check Items upon 

Withdrawal 

Facilities  

Equipment  

Fixtures  

Checked by:(Title)                                           

印 
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国・地域別受入実績 

 

国・地域名 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

 63 の国 と地域 42 の国 と地域 30 の国 と地域 

中国 87 47 29 
インド 49 22 9 
日本 43 98 137 
フランス 42 11 9 
アメリカ 32 5 4 
台湾 27 10 11 
ドイツ 22 7 6 
韓国 19 16 10 
タイ 14 9 5 
カナダ 13 3 0 
インドネシア 11 5 6 
オーストラリア 11 6 2 
イギリス 9 2 1 
マレーシア 9 1 1 
スペイン 9 3 1 
チェコ共和国 8 4 1 
ベトナム 6 4 5 
ロシア連邦 6 3 3 
ポーランド 6 3 0 
イタリア 5 4 1 
ウクライナ 5 1 1 
フィンランド 5 1 0 
ブラジル 4 1 1 
オランダ 4 0 1 
フィリピン 3 2 2 
ネパール 3 1 0 
トルコ 3 0 0 
マダガスカル 3 0 0 
スウェーデン 2 2 1 
バングラデシュ 2 2 1 
ニュージーランド 2 1 1 
スロヴァキア 2 0 0 
ベルギー 2 0 0 
ノルウェー 2 0 0 
パキスタン 2 0 0 
アルゼンチン 2 0 0 
ブルガリア 2 0 0 
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別紙５ 

 
 

ニカラグア 1 1 0 
チリ 1 1 1 
サウジアラビア 1 1 1 
香港 1 1 1 
エジプト 1 1 0 
ミャンマー 1 1 0 
リトアニア 1 1 0 
ケニヤ 1 1 0 
メキシコ 1 1 0 
モロッコ 1 1 0 
ブルキナファソ 1 1 0 
ダジキスタン 1 1 0 
スイス 1 0 0 
マリ 1 0 0 
ギリシャ 1 0 0 
ペルー 1 0 0 
エチオピア 1 0 0 
オーストリア 1 0 0 
スロヴェニア 1 0 0 
ルーマニア 1 0 0 
シンガポール 1 0 0 
アイルランド 1 0 0 
デンマーク 1 0 0 
ホンデﾕラス 1 0 0 
キルギスタン 1 0 0 
ニジェール 1 0 0 
パラグアイ 0 2 2 
アルジェリア 0 0 1 
ガーナ 0 1 0 
イラン 0 0 0 
ボリヴィア 0 0 0 
ウズベキスタン 0 0 0 

計 502 289 255 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

42/144



別紙６ 

 

居室・共用室の家具・家電・備品 

二の宮ハウス  

 JST 所有物品 数

量 
  JST 所有物品 数

量 
1 センターテーブル（情報ライブラリ

ー） 
1 41 飾り台（照明付き） 2 

2 丸テーブル（情報ライブラリー） 3 42 ホワイトボード電子黒板 2 

3 ソファー 3 43 ドレッサー 3 

4 ソファー（センター） 10 44 傘立て（来客用） 1 

5 ソファー 1890× 740× 720 2 45 サイドボード 1 

6 ソファー 2430× 870× 755 1 46 冷凍冷蔵庫 1 

7 ソファ（ゲストルーム） 6 47 冷蔵庫 3 

8 ベッド（ゲストルーム） 6 48 エアコン（リネン室） 2 

9 スツール 410× 410× 780 10 49 折りたたみテーブル 105 

10 アームレスチェアー 2 50 冷蔵庫 187 

11 アームチェアー 3 51 洗濯機 190 

12 アームチェアー 610× 550× 790 6 52 電子レンジ 187 

13 アームチェアー 610× 580× 830 2 53 電話機 184 

14 アームチェアー 750× 640× 740 5 54 アイロン 199 

15 会議用テーブル 1 55 アイロン台 186 

16 会議用チェアー 8 56 ダイニングテーブル 80 

17 ラテラルキャビネット 4 57 食卓椅子 320 

18 ＴＶ台 2 58 センターテーブル 184 

19 子供用テーブルデスク 3 59 サイドテーブル 184 

20 ゲーム用テーブル 1 60 ソファーベッド 184 

21 センターテーブル 2 61 ベッド 264 

22 サービステーブル 1 62 デスク 2180×1000× 700 104 

23 ラウンジテーブル 1 63 デスク 1800× 700× 700 80 

24 スタンドテーブル 1 64 テレビキャビネット 80 
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25 テーブル 6 65 地上デジタル対応液晶テレビ

（52v 型） 
1 

26 コンソール 2 66 地上デジタル対応液晶テレビ

（26v 型） 
10 

27 執務机 2 67 地上デジタル対応液晶テレビ

（20v 型） 
10 

28 パーティション 2 68 ﾌﾞﾙｰﾚｲﾃﾞｨｽｸ対応ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾚｺｰ

ﾀﾞｰ 
1 

29 サイドテーブル 2 69 ソファー 10 

30 センターテーブル 2 70 丸テーブル 6 

31 コーナーテーブル 2 71   

32 座卓 1500× 900× 350 4 72   

33 コンソールミラー 1 73   

34 パンフレット架 2 74   

35 マガジンラック 1 75   

36 書架（片面） 2 76   

37 書架（両面） 2 77   

38 新聞スタンド 1 78   

39 新聞整理棚 1 79   

40 ＴＶ・ビデオ収納キャビネット 1 80   
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居室清掃業務について 
 

1. 居室清掃業務 

 

(1) 対象 

利用者退去後の居室（退去清掃） 

 

(2) 作業範囲 

・１７５室（家具・寝具・電化製品・食器付き） 

a. 1人用 1LK (34㎡) 104 室 

b. 2人用 1LDK(63㎡)  71 室 

 

(3) 作業内容（現行） 

A. 居室内清掃（次の項目の清掃作業） 

a. 玄関（下駄箱、ドア拭き上げ、床面たわし洗浄） 

  b. リビング（机、ソファーベッド床面の掃除機仕上げ） 

  c. ダイニング（テーブル、椅子等拭き上げ、掃除機仕上げ） 

  d. 寝室（クローゼット内、ベッド下掃除機仕上げ） 

  e. 子供部屋（各所拭き上げ、掃除機仕上げ） 

  f. キッチン（レンジフード、換気扇、ガスレンジ等の拭き上げ） 

  g. 浴室（浴室内清掃、温水洗浄仕上げ、洗面台、鏡拭き上げ） 

  h. トイレ（便器、棚、換気扇拭き上げ） 

  i. バルコニー（床面水洗い、排水口清掃） 

  j. その他各居室の空間 

 

B. 窓ガラス清掃 

  a. 各居室部の内側窓ガラス・洗浄剤を使い拭き上げ 

  b. 各居室部の外側窓ガラス・洗浄剤を使い拭き上げ 

 

C. 備え付け備品類清掃 

  a. 食器類（皿、スプーン、フォーク等拭き上げ及び整理整頓） 

  b. ガスレンジ（グリル、換気扇清掃） 

  c. 洗濯機（排水溝、下部拭き上げ） 

  d. 家具類（テーブル、ラジカセ、リモコン等拭き上げ） 

  e. その他居室内備え付け備品 

 

D. リネンの交換補充作業 

  a. 布団カバー 

  b. 枕カバー 

  c. タオル類 

  d. マット類 

  e. その他居室備え付け補充備品 

 

E. 作業後清掃完了チェック 

  a. 清掃後見直し作業 

  b. 清掃チェック表の作成・記入 

 

(4）居室の維持管理：退去後掃除 

・令和元年度：431件 

・令和 2年度：230件 

・令和 3年度：205件 
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二の宮ハウス共用室の利用料金 

 
 

 集会室 交流サロン セミナー室１・２ 打合せ室１・２ 

利用料 

（消費税込み） 
1,510円／時間 2,420円／時間 540円／時間 540円／時間 

光熱費 

（消費税込み） 
160円／時間 200円／時間 50円／時間 50円／時間 

 

 ゲストルーム バーベキュー 和室 

利用料 

（消費税込み） 
3,690円／日 無料 

現状は特別なイベントのみに

使用 

光熱費 

（消費税込み） 
420円／日 － 

その他 
1,580円／セット（リネン代） 

250円／セット（グッズ代） 
－ 

 

当該料金は受託者の裁量で変更できず、機構が必要に応じて改める。 
なお、居室利用料、駐車場利用料、共用室等利用料及び光熱水費は機構の収入とし、 
その収納業務を受託者に委託する。受託者は収納した利用料を月単位で機構に払い込むものとする。 
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主な業務用備品 

外国人研究者宿舎におけるすべての業務にて共用するものである。経年劣化等により貸与物品の使用が困難な場合は落札事業者が用意すること。 
品名・仕様 摘要 備品番号 数量 単位 所有 

両袖机 内田 378-2014 91T-001 1 台 JST 
ホワイトボード 内田  266-0056 91T-011 1 枚 JST 
ボード用脚 内田  266-9423 91T-012 1 脚 JST 
書棚 ウチダ 下段ｽｷｰｸﾄﾚｰ 3 段 91T-014 1 台 JST 
書棚 ウチダ 下段ﾗﾃﾗﾙ 3 段 91T-015 1 台 JST 
書棚 ウチダ 中段両開き戸 91T-016 1 台 JST 
書棚 ウチダ ﾌﾘｰｽﾀｰﾄ部 91T-017 1 枚 JST 
書棚 ウチダ ﾌﾘｰｴﾝﾄﾞ部 91T-018 1 枚 JST 
書棚 ウチダ ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 91T-019 1 台 JST 
壁面ポスト  91T-025 1 台 JST 
新聞ラック ウチダ 453-4430 92T-002 1 台 JST 
台車 ウチダ 356-3201 92T-003 1 台 JST 
パンフレットラック ウチダ 357-8031 93T-002  台 JST 
ファイルマスター ウチダ 307-6812 93T-003 1 台 JST 
ステンレスポスト ハッピー 270380 96T-001 1 台 JST 
ローパーティーション  BP-1012  他 96T-002 1 式 JST 
パーティーション  BP-1812  他 96T-003 1 式 JST 
集会室用テレビ台  備品番号なし 1 台 JST 
作業用机 ITO YC-D1890 98T-001 1 台 JST 
ファイリングキャビネット ITO 16347-0 A４-3 段 98T-008 1 台 JST 
外灯(防雨型照明器具) LW86330BT 備品番号なし 1 式 JST 
レジスター ｶｼｵ CE-2600-10S 98T-010 1 台 JST 
パウチラミネーター GBC MIDI-LAMI3 98T-011 1 台 JST 
駐車場カードホルダー  備品番号なし 14 式 JST 
駐車場サイン  備品番号なし 1 式 JST 
駐車場注意書  備品番号なし 1 式 JST 
作業用机 プラス 622-005 99T-001 1 台 JST 
作業用椅子 内田 1-215-2201 99T-003 1 台 JST 
OHP 用テーブル 内田 7-160-0002 00T-001 1 台 JST 
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ 800MHz WX-281C 00T-003 1 台 JST 
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 800MHz 帯 PLL  WX-4100A 00T-004 1 台 JST 
AED・自立型収納ボックス  JST 国際 035 1 台 JST 
レジスター カシオ CE-2600-5-V 01N-001,002 2 台 JST 
プロジェクター ｷｬﾉﾝ LV-S1 01N-003 1 台 JST 
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プロジェクター用ｱﾀｯｼｭｹｰｽ ｷｬﾉﾝ LV-S1 用 01N-004 1 個 JST 
テレビ台置 テレビ台置 01N-005 1 台 JST 
EV 誘導案内板 EV 誘導案内板 01N-012 1 台 JST 
事務所用案内スタンド 事務所用案内スタンド 01N-013 1 台 JST 
薬品保管庫 カシオ CE-2600-5-V 02N-001 1 台 JST 
メイルボックス 244-331 MX101FW ｽﾃﾝ 02N-002 1 台 JST 
ﾘﾈﾝ室 1 ｴｱｺﾝ 東芝ＰＡＣ5011ＳＪ 03N-001 1 台 JST 
ﾘﾈﾝ室 2 ｴｱｺﾝ 東芝ＰＡＣ5011ＳＪ 03N-002 1 台 JST 
シュレッダー 明光 V231 05N-001 1 台 JST 
AED・自立型収納ボックス  JST 国際 034 1 台 JST 
災害多人数用救急箱（50 人用） 災害時用 DR-MB50  2 セット JST 
アルミロールマット 災害時用 DR-ALM1  50 個 JST 
エマージェンシーブランケット 災害時用  200 個 JST 
非常用トイレセット 災害時用 DRK-NT2  10 セット JST 
非常用トイレダスト回収バッグ 災害時用 DRK-NTB1  10 セット JST 
非常用トイレダストキャリー 災害時用 DRK-NTS1  3 台 JST 
キャスター式工具セット 災害時用 DR-TS2  2 台 JST 
 テコバール 災害時用  2 台 JST 
 平バール 災害時用  2 台 JST 
 両口ハンマー 災害時用  2 台 JST 
 両つるはし 災害時用  2 台 JST 
 角型スコップ 災害時用  2 台 JST 
 ボルトクリッパー 災害時用  2 台 JST 
 手斧 災害時用  2 台 JST 
 ゴーグル 災害時用  2 個 JST 
標識ロープ（トラロープ） 災害時用 DR-HR30  3 巻 JST 
トランジスタメガホン 災害時用 DR-TR315S  3 台 JST 
メタルハライドライト・ハイパースタンド 災害時用 DR-MLB150KH, DR-CHX2  1 台 JST 
4 サイクルエンジンオイル 災害時用 DR-E04  2 本 JST 
コードリール屋外仕様 災害時用 DR-NWE33  4 台 JST 
リヤカー（キャンパー） 災害時用 DR-NS8A2  2 台 JST 
ガソリン式インバーター発電機 災害時用 EU28is  2 台 JST 
カセットボンベ式インバーター発電機 災害時用 EU9iGB  4 台 JST 
缶入りカンパン 災害時用 賞味期限: 2023/9 24 缶 JST 
缶入りカンパン 災害時用 賞味期限: 2024/8 24 缶 JST 
缶入りカンパン 災害時用 賞味期限: 2026/2 36 缶 JST 
缶入りカンパン 災害時用 賞味期限: 2027/2 48 缶 JST 
缶入ミニクラッカー 災害時用 賞味期限: 2024/7 24 缶 JST 
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缶入ミニクラッカー 災害時用 賞味期限: 2024/10 24 缶 JST 
缶入ミニクラッカー 災害時用 賞味期限: 2026/1 24 缶 JST 
缶入ミルクビスケット 災害時用 賞味期限: 2024/8 24 缶 JST 
缶入りパン 災害時用 賞味期限: 2023/6 48 缶 JST 
缶入りパン 災害時用 賞味期限: 2027/2 24 缶 JST 
保存用ビスコ 災害時用 賞味期限: 2024/1 60 食 JST 
クッキーチーズ 災害時用 賞味期限: 2028/12 50 食 JST 
カロリーメイト 災害時用 賞味期限: 2025/3 60 食 JST 
携帯おにぎり 災害時用 賞味期限: 2023/4 100 袋 JST 
携帯おにぎり 災害時用 賞味期限: 2023/5 50 袋 JST 
携帯おにぎり 災害時用 賞味期限: 2024/4 50 袋 JST 
携帯おにぎり 災害時用 賞味期限: 2024/5 50 袋 JST 
携帯おにぎり 災害時用 賞味期限: 2025/3 50 袋 JST 
携帯おにぎり 災害時用 賞味期限: 2026/5 50 袋 JST 
携帯おにぎり 災害時用 賞味期限: 2027/6 50 袋 JST 
おこげ 災害時用 賞味期限: 2024/2 30 袋 JST 
おこげ 災害時用 賞味期限: 2025/2 60 袋 JST 
おこげ 災害時用 賞味期限: 2025/5 30 袋 JST 
おこげ 災害時用 賞味期限: 2026/5 30 袋 JST 
雑炊シーフード 災害時用 賞味期限: 2024/4 20 袋 JST 
雑炊シーフード 災害時用 賞味期限: 2024/12 40 袋 JST 
玉子粥 災害時用 賞味期限: 2025/2 24 袋 JST 
カルボナーラ 災害時用 賞味期限: 2026/5 40 食 JST 
ペペロンチーノ 災害時用 賞味期限: 2024/5 40 食 JST 
きのこパスタ 災害時用 賞味期限: 2026/4 40 食 JST 
野菜シチュー 災害時用 賞味期限: 2027/4 60 袋 JST 
保存水(500ml×24) 災害時用 賞味期限: 2023/5 72 本 JST 
保存水(500ml×24) 災害時用 賞味期限: 2023/6 360 本 JST 
保存水(500ml×24) 災害時用 賞味期限: 2024/3 72 本 JST 
保存水(500ml×24) 災害時用 賞味期限: 2024/5 360 本 JST 
保存水(500ml×24) 災害時用 賞味期限: 2025/3 360 本 JST 
保存水(500ml×24) 災害時用 賞味期限: 2025/6 72 本 JST 
保存水(500ml×24) 災害時用 賞味期限: 2026/5 432 本 JST 
保存水(500ml×24) 災害時用 賞味期限: 2027/6 432 本 JST 
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　　　施設概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※図面は竣工当時のものであり、現況と異なる場合は現況を優先いたします。 

 
 

【別紙11】
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【様式１】 

生活サポート等業務企画書 
１．企業の代表責任者及び本業務担当者 
■入札参加グループの場合は、入札参加グループの一覧と代表企業、グループ企業の代表

責任者及び本業務担当者。 
（入札参加グループ結成に関する協定書又はこれに類する書類を添付すること） 
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【様式２】 

２． 業務実績 

■本実施要項（１．）で示す業務毎に過去１０年間の主な実績を記載すること。 

①統括業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 

    

    

    

②窓口業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 

    

    

    

③入居受付等業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 

    

    

    

④生活支援業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 

    

    

    

⑤居室設備・備品等の維持管理業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 
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【様式２】 

    

    

⑥経理業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 

    

    

    

 
 
⑦その他の管理業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 
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３．本業務実施に対する認識 
■安定した業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイン

ト等を具体的に記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）用紙が不足する場合は適宜追加すること。 
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４．業務の実施体制及び業務全体の管理方法 
■本業務全体について及び本実施要項１．（１）イ．で示す業務毎に実施体制及び業務全

体の管理方法等を具体的に記載し、必要とされる条件を満たす者の配置を記載する。 
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【様式５】 

 

５．質の確保及び業務コスト等削減に関する考え方 
■以下の項目について、簡潔にまとめること。なお、必要に応じ、業務毎に提案書を作成

することができる。 
（１）本業務の実施全般に対する質の確保及び業務コスト等削減についての考え方 
 
 
 
 
 
（２）質の確保に関する提案事項 
 
 
 
 
 
（３）業務コスト等削減に関する提案事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１：Ａ４判１ページ以内で記載すること。 
注２：業務毎に作成する場合は、各業務毎にＡ４判１ページ以内で記載すること。 
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【様式６】 

 

６．改善提案総括表 

■業務内容（別紙 3）に対し改善提案を行う場合は、改善を行う業務の内容と提案の概略を整

理すること。なお、下記に改善提案のない業務内容については機構が提示する最低水準として

従来の実施方法に基づいて業務を行うものとする。 

（１）統括業務 提案の有無 有 無 

業務内容 
※別紙 3 に定める内

容を明記 
提案の概略 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（２）窓口業務 提案の有無 有 無 

業務項目 
※別紙 3 に定める内

容を明記 
提案の概略 
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【様式６】 

 

（３）入居受付等業務 提案の有無 有 無 

業務内容 
※別紙 3 に定める内

容を明記 
提案の概略 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（４）生活支援業務 提案の有無 有 無 

業務項目 
※別紙 3 に定める内

容を明記 
提案の概略 
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【様式６】 

 

（５）居室設備・備品等の維持管理業務 提案の有無 有 無 
業務内容 
※別紙 3 に定める内

容を明記 
提案の概略 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（６）経理業務 提案の有無 有 無 
業務内容 
※別紙 3 に定める内

容を明記 
提案の概略 
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【様式６】 

 

（７）その他の管理業務 提案の有無 有 無 
業務内容 
※別紙 3 に定める内

容を明記 
提案の概略 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
注１．提案の有無を選択し、改善提案がある場合は、業務内容及び提案の概略を記載する。 
注２．提案の詳細については【様式７】に記載する。 
注３．表の枠が不足する場合は適宜追加すること。 
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【様式７】 

 

７．各業務の従来の実施方法に対する改善提案 
■提案を行う各業務の１項目につき１枚以内とする。 
（１）改善提案を行う業務及び項目 
 
 
 
（２）改善提案の趣旨 
 
 
 
（３）改善提案の内容及び実施方法 
 
 
 
（４）改善提案実施可能とする体制 
 
 
 
（５）最低水準の確保に対する説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１：１つの提案毎に、それぞれＡ４判１ページ以内で記載すること。 
注２：定量的に提案できる項目は具体的な数値等を提案すること。 
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【様式８】 

 

８．緊急時の体制及び対応方法 
（１）具体的な緊急事態を想定し、被害を拡大させないための体制、対策を具体的に記載

すること。 
 
 
 
 
 
 
 
（２）緊急時の対策（連絡体制）を具体的に記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）業務を安定的に履行できる対策（保険など）が講じられているか具体的に記載する

こと。 
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【様式９】 

 

■再委託に関する事項 
 

再委託する業務 企業名 住所 

再委託先の業務履行能力並びに

報告徴収その他の業務管理の方

法 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：落札事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託先を変更する場合は、機構

の承認を得なければならない。 
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【様式 10】 

 

令和   年   月   日 
 
 
国立研究開発法人科学技術振興機構 
分任契約担当者 契約部長 殿 
 

入札参加業者  住  所 （郵便番号        ） 
 
 
        電話番号 （    ）    － 
 

商  号 
又は名称 
 
 
氏  名                   ㊞ 
 
 
 （法人にあっては、代表者氏名） 
法定代理人 
氏  名 
 
 
 

入札参加事業者等確認書 

 
この書面の記載事項は、事実に相違ありません。 

 
 
（留意事項） 
１．この書面及び提出書類は、競争の導入による公共サービス改革に関する法律第１０条各

号に規定されている欠格事由該当性の審査に必要であり、この書面及び提出書類に記載

されている個人情報については、欠格事向該当性の審査のため、必要な範囲において利用

し又は警察庁等関係行政機関に対し提供します。 
２．この書面とともに第８面の一覧表（７．提出書類）に示す提出をお願いします。 
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【様式 10】 

 

１．入札参加事業者 

個人・法人の別 □  個  人 □  法  人 

（１）入札参加事業者が個人の場合 
フリガナ 生年月日 

（性別） 
本     籍 

氏  名 住     所 
フリガナ 

事業活動の内容 
商号又は屋号 

  
（    ） 

 
  

 
 

 

（２）入札参加事業者が法人の場合 
フリガナ 主たる事務所の所在地 

商号又は屋号 代表者の氏名 
事業活動の内容 

  

  

 
（記載上の注意） 
１．「個人・法人の別」は、該当するものに○印を付けてください。 
２．「商号又は屋号」は、商号登記をしているときはその商号を、商号登記していないとき

は屋号等の名称のうち１個を記載してください。 
 
２．法定代理人 

フリガナ 生年月日 
（性別） 

本     籍 

氏  名 住     所 

  
（    ） 

 

  

  
（    ） 

 

  

（記載上の注意） 
１．「法定代理人」は、 
①入札参加事業者（法人の場合は、当該法人の役員） 
②入札参加事業者の親会社等（法人の場合は、当該法人の役員） 
が、法第１０条第６号に規定する「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年

者」である場合に、当該未成年者の法定代理人を記載してください。 
２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書留にて第２面（本面）の次に添

付してください。 
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【様式 10】 

 

３．役員等 

フリガナ 生年月日（性別） 本     籍 

氏  名 役職名又は名称 住     所 

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   
（記載上の注意） 
１．入札参加事業者が法人の場合に記載してください。 
２．「役員等」とは、役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役又

はこれらに準ずる者）及び相談役、顧問等名称のいかんを問わず、役員と同等以上の支配

力を有する者をいい、その全てを記載してください。 
３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第３面（本面）

の次に添付してください。 
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【様式 10】 

 

４．主要株主・主要出資者 

発行済株式の総数  出資総額  

（１）主要株主・主要出資者が個人の場合 
フリガナ 

生年月日 
（性別） 

本     籍 

氏  名 住     所 
所有株式数又は出資金額 割  合 

  

 

（  ） 

 

 
 

  

  

 

（  ） 

 

 
 

  

  

 

（  ） 

 

 
 

  

  

 

（  ） 

 

 
 

  

  

 

（  ） 

 

 
 

  

  

 

（  ） 

 

 
 

  

  

 

（  ） 

 

 
 

  

  

 

（  ） 

 

 
 

  

  

 

（  ） 

 

 
 

  

  

 

（  ） 
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【様式 10】 

 

（２）主要株主・主要出資者が法人の場合 
フリガナ フリガナ 主たる事務所の所在地 

商号又は名称 代表者氏名 所有株式数又は出資金額 割  合 

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    
（記載上の注意） 
１．主要株主とは、発行済株式の総数の１００分の５以上の株式を所有する株主をいいます。 
２．主要出資者とは、出資総額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者をいい

ます。 
３．割合は、「所有株式数（出資金額）／発行済株式の総数（出資金額）×１００とします。 
４．法第１０条第９号の親会社等に該当する湯合は、第６面（次面）の「５．親会社等」欄

に 記載してください。 
５．記載しきれないときは、との様式の例により作成した書面に記載して、個人の場合は第

４面（前面）の次に、法人の場合は第５面（本面）の次にそれぞれ添付してください。 
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【様式 10】 

 

５．親会社 
（１）施行令第３条第１項第１号に該当する場合 
○個人の場合 

フリガナ 
生年月日 
（性別） 

本     籍 

氏  名 住     所 
議決権の総数 所有する議決権の数 割合 

  
 
（  ） 

 

  
   

○法人の場合 
フリガナ フリガナ 主たる事務所の所在地 

商号又は名称 代表者氏名 議決権の総数 所有する議決権の数 割合 
   
     

（２）施行令第３条第１項第２号に該当する場合 
フリガナ フリガナ 主たる事務所の所在地 

商号又は名称 代表者氏名 その役員に占める自己の役員等の割合 
   
   

（３）施行令第３条第１項第３号に該当する場合 
フリガナ フリガナ 主たる事務所の所在地 

商号又は名称 代表者氏名 その代表権を有する役員の地位を占める自己の役員等の氏名 
   
   

（記載上の注意） 
１．「親会社等」には、入札参加事業者と次の関係（特定支配関係）にある者（施行令第３

条第 
１項第１号から第３号まで）を記載してください。 
①その株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使

することができない株主を除く。）又は総出資者の議決権の過半数を有していること。

（第１号） 
②その役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。）

に占める自己の役員又は職員（過去２年聞に役員又は職員であった者を含む。以下同

じ。）の割合が２分の１を超えていること。（第２号） 
③その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。

（第３号） 
２．親会社等に該当するものがある場合は、その該当する欄に記載してください。 
３．その役員に占める自己の役員等の割合は、「入札参加事業者における自己の役員等の数

／入札参加事業者の役員の数×１００」とします。 
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【様式 10】 

 

６．親会社等の役員等 
法人の商号又は名称  

フリガナ 生年月日（性

別） 
本     籍 

氏  名 役職名又は名称 住     所 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
（記載上の注意） 
１．親会社等が法人の場合は、当該法人の役員等（第３面でいう「役員等」に同じ。）を全

て記載してください。 
２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第７面（本面）

の次に添付してください。 
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【様式 10】 

 

７．提出書類 
この書面のほか、下表に示す提出書類のうち、該当するものを提出してください。なお、

提出書類についてはチェック欄に○印を付けてください。 
提 出 書 類 一 覧 表 ﾁｪｯｸ 

１．住民票の写し（外国人の場合は外国人登録原票の写し） ※【落札者決定後】 
 ①落札事業者（個人）  

②落札事業者（個人）の法定代理人 ※２  
③落札事業者（法人）の役員  
④落札事業者（法人）の役員の法定代理人  
⑤落札事業者（法人）の役員と同等以上の支配力を有する者 ※３  
⑥落札事業者（法人）の親会社等 ※４ （個人）  
⑦落札事業者（法人）の親会社等（個人）の法定代理人  
⑧落札事業者（法人）の親会社等（法人）の役員  
⑨落札事業者（法人）の親会社等（法人）の役員の法定代理人  
⑩落札事業者（法人）の親会社等（法人）の役員と同等以上の支配力を有する者  

２．登記事項証明書（履歴事項全部証明書） ※５ 
 ⑪入札参加事業者（法人）  

⑫入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）  
３．戸籍謄本 ※６ 
 ⑬入札参加事業者（個人）  

⑭入札参加事業者（法人）の役員  
⑮入札参加事業者（法人）の親会社等（個人）  
⑯入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）の役員  

４．未成年者登記簿の謄本 ※７ 
 ⑰入札参加事業者（個人）  

⑱入札参加事業者（法人）の役員  
⑲入札参加事業者（法人）の親会社等（個人）  
⑳入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）の役員  

５．誓約書 
 ㉑入札参加事業者（個人）  
 ㉒入札参加事業者（法人）  

※１ 住民票の写しは、本籍地の記載のあるものとし、外国人登録原票の写しは、その者

が外国人で外国人登録をしている場合に提出してください。また、いずれも発行後６

か月以内のものを提出してください。 
※２ 法定代理人とは、その者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年

者の場合の当該未成年者の法定代理人をいいます。 
※３ 役員と同等以上の支配力を有する者とは、正規の役員ではないが、相談役、顧問等

の名称のいかんを問わず、役員と同等以上の支配力を有する者をいいます。 
※４ 親会社等とは、入札参加事業者と施行令第３条第１項各号のいずれかに該当する

関係（特定支配関係）を有する者とします。 
※５ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）は、発行後６か月以内のものを提出してく

ださい。 
※６ 戸籍抄本は、その者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の

場合及びその者が未成年者で婚姻により成年に達したとみなされている場合（民法

第７５３条）に提出してください。 
※７ 未成年者登記簿の勝本は、その者が未成年者であって、営業に関し成年者と同一の

行為能力を有する場合（婚姻により成年に達したとみなされている場合を除く。）に

提出してください。 
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